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〈郵送の場合の手順〉 
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 ６ 切手は不要ですので、そのまま、投函してください。 
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第１章 

はじめに 

第 1 節 計画策定の背景 

第 2 節 計画の位置付け及び計画期間 

第 3 節 市民参加による計画策定 

この章では、計画策定の背景や位置付け、 

計画期間といった計画全体に関わる基本 

的な事項を示します。 
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札幌市では、これまで3回、時代の変化に合わせて雪対策の基本計画を策定し、計画的に取組を

推進してきました。 初の計画である「雪さっぽろ21計画（1991年策定）」は、人口の増加や冬

期における都市活動の活発化などを背景として「除雪水準の確立」や「雪対策施設の整備」など、

除排雪のレベルアップを目指した計画でした。また、第 2 次計画である「札幌市雪対策基本計画

（2000年策定）」は、第1次計画で定めた除雪水準を継承したうえで、環境意識の高まりや市民ニ

ーズの変化を捉え「環境への配慮」や「情報共有体制の構築」などを新たに加えました。 

さらに第3次計画である「札幌市冬のみちづくりプラン（2009年策定）」は、排雪量や運搬距離

が増加することで作業効率が低下しコスト増を招いていることや、除排雪に携わる建設業の廃業・

撤退が増えているなど、新たな課題が顕在化してきていることから、除排雪体制の維持安定化に向

けた業務形態の見直しや地域内雪処理の推進、さらには市民との協働による取組の推進など、持続

可能な雪対策を進めるための計画でした。 

このような中、札幌市を取り巻く社会環境は、これまで一貫して増加していた人口が、近い将来、

減少に転じるとともに、高齢化が一層進むことが見込まれております。加えて、生産年齢人口の減

少が加速する中、雪対策の担い手である建設業においても従事者の確保が厳しくなってきており、

その確保や育成が喫緊の課題になっています。 

国では、建設業従事者の継続的な処遇改善や週休2日に向けた環境の整備を行う「働き方改革」、

ICT1の活用や従事者の配置・活用の 適化などによる「生産性の向上」に取り組んでおり、札幌市

においてもこれらの取組を進め、建設業が有する施工能力を維持できるように取り組む必要があり

ます。また、労働力不足は、人件費の高騰を招く要因となり、人件費の占める割合が大きい雪対策

事業においてはその影響が大きく、札幌市の財政を圧迫することにもつながる可能性があります。 

一方、近年においては、除排雪作業の効率化や省力化に資するICTなどの先進技術が目覚しい発

展を遂げており、課題の克服につながるような社会の動向も現れてきています。また、企業のCSR

や社会貢献活動が広がりを見せており、札幌市においても企業との協働によるまちづくり活動を進

めていることから、雪対策においても企業との協働の更なる進展が期待されます。 

本計画は、少子高齢化の一段の進行やまもなく到来する人口減少社会においても、安心・安全で

持続可能な冬の道路環境を実現するため、新たな雪対策の基本計画として「札幌市冬のみちづくり

プラン2018（以下「本計画」とする）」を策定することといたしました。 

 

  

計画策定の背景 第１節 

1  【ICT（Information and Communication Technology）】 学校で教科書の代わりにタブレット端末を使用することや、携帯端末を活用して高齢者や

障がい者世帯の見守り・安否確認を支援するなど、さまざまな分野で求められるサービスを実現するための情報通信技術。また、建設業界で

は、国土交通省においてドローン等による高密度な 3 次元測量データを基にした「設計・施工計画の作成」や「建設機械の自動制御」など、建設

現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す新しい取組である「i-Construction」が進められている。 
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第１章 はじめに

  

〈第1次計画〉 

雪さっぽろ21計画（1991年策定） 

 

 

 

 

・一貫した人口増加 

<社会情勢> 

・一貫した人口増加 

・都市化の進展 

・道路管理延長の大幅な増加 

<計画概要> 

■除排雪のレベルアップを目指した計画 

・除雪水準の確立 

・雪対策施設の整備 など 

〈第2次計画〉 

札幌市雪対策基本計画（2000年策定） 

 

 

 

 

 

・一貫した人口増加 

<社会情勢> 

・人口増加の減速 

・少子高齢化の兆候 

・環境対策としてスパイクタイヤの使用 

禁止の法制化 

<計画概要> 

■市民ニーズなどを踏まえつつ、雪さっ 

ぽろ２１計画を継承した計画 

・環境への配慮 

・情報共有体制の構築 など 

〈第3次計画〉 

札幌市冬のみちづくりプラン（2009年策定） 

 

 

 

 

 

 

 

<社会情勢> 

・人口増加の減速 

・少子高齢化の進行 

・建設投資額の減少等に伴う建設業の 

経営悪化 

・市民ニーズの多様化 

<計画概要> 

■市民との協働による持続可能な雪対 

策を推進するための計画 

・冬の市民生活ルールの確立 

・排雪量の抑制 

・業務形態の見直し(夏冬一体化)など 

これまでの雪対策の基本計画 
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本計画は、札幌市のまちづくりに関する総合計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョン」を上

位計画とし、関連する個別計画及び、個々の事業計画などとも整合を図りながら定めた雪対策の基

本計画です。 

また、計画期間は、2018年から2027年の10年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

計画の位置付け及び計画期間 第２節 

 

 

個別計画 

雪対策 その他 

連携・整合

 

 札幌市まちづくり戦略ビジョン 

総合計画 

 

 

札幌市 

冬のみちづくり 

プラン2018 

 

 

<防災>
 ・札幌市強靭化計画 
 ・札幌市地域防災計画 
 
<情報通信> 
 ・札幌市ICT活用戦略 
 
<都市計画> 
 ・第２次札幌市都市計画マスタープラン 
 
<交通> 
 ・札幌市総合交通計画 
 
<福祉> 
 ・札幌市高齢者保健福祉計画 
・介護保険事業計画 
 
<環境> 
 ・札幌市みどりの基本計画  など 
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第１章 はじめに

本計画の策定にあたっては、策定過程の透明性確保や市民意見の反映、既成概念にとらわれない

発想や多様な視点で検討することが必要なことから、各段階において市民参加を図りながら進めま

した。 

 

【計画策定までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の策定にあたっては、まず、前計画である「札幌市冬のみちづくりプラン」で定めた取組

を評価・検証することとし、下表のとおり市民を対象としたアンケート調査を2回実施し、冬の暮

らしに関する意識の変化や道路状況に対する満足度などを把握しました。 

 

 

1回目 2回目 

期 間：2015年9月3日～9月18日 

方 法：郵送 

対 象：市内の18歳以上の男女5,000人 

回答数：2,839人 

内 容：・冬の暮らしに関する情報発信 

内 容：・冬と暮らす工夫 

内 容：・冬の暮らしに関するルール・マナー 

内 容：・住宅街の道路の除雪 

期 間：2016年3月11日～3月14日 

方 法：インターネット 

対 象：市内の20歳以上の男女 

回答数：647人 

内 容：・冬のバスの利便性 

内 容：・雪かき 

内 容：・除雪ボランティアへの参加 

内 容：・幹線道路や住宅街の除雪 

内 容：・つるつる路面の対策 

 

(1)市民アンケート調査の実施 

市民参加による計画策定 第３節 

～ 2016.4 2016.5 ～ 2016.9 2016.10 ～ 2017.10 2018.10 2018.11 2018.12 

取組結果の 

取りまとめ 

<市民参加> 

市民 

アンケート

調査の実施 

除雪事業者 

アンケート

調査の実施 

 

「
札
幌
市
冬
の
み
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン
」
で
定
め
た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取
組
の
評
価
・
検
証 

  

札
幌
市
次
期
冬
の
み
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン 

 
 

検
討
委
員
会
の
設
置
・
検
討 

 

検
討
委
員
会
か
ら
市
長
へ
の
提
言
書
の
手
交 

<市民参加> 

 

札
幌
市
冬
の
み
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン 

 
 
 
 
 
 

２
０
１
８
（
案
）
の
公
表 

 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施 

<市民参加> 

 

札
幌
市
冬
の
み
ち
づ
く
り
プ
ラ
ン 

 
 
 
 
 
 

２
０
１
８
の
策
定
・
公
表 

前計画の評価・検証 本計画の検討・策定 

表 1-1 市民アンケート調査（概要） 
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 前計画である「札幌市冬のみちづくりプラン」の取組に対し、その効果や達成度などを検証しま

した。（取組結果の件数や延長などについては、可能なものは 新値に変更しています。） 

 

目標1：冬の市民生活ルールの確立 

策定当時の 

状況・課題 

○路上駐車の影響により、除排雪作業の効率が低下しています。 

○道路への雪出しが交通渋滞・事故の原因となっていることに加え、排雪量の増加

に伴いコストが増加しています。 

取組結果 ○広報・啓発活動や合同パトロールなど各種施策に取り組むことで、路上駐車・雪

出しともに件数は、策定当時から約5割まで減少しました。 

・路上駐車：16,625件（2009年）→ 8,552件（2013年） 

・雪出し ： 4,109件（2009年）→ 1,588件（2013年） 

○除雪事業者からは、「均等な除雪ができないなど、依然として作業の支障となっ

ている地域がある」という意見が多数寄せられています。 

路上駐車や雪出しの件数は減りましたが、一部の路線では、依然として作業の支障
となっています。 

 

 

目標2：排雪量の抑制 

策定当時の 

状況・課題 

○土地利用の進展に伴い、雪堆積場の確保が難しくなってきています。 

○雪堆積場の郊外化により、運搬距離が増加しています。 

取組結果 ○幹線道路における排雪量の抑制や公園利用などにより、雪堆積場への負荷は減少

しています。 

・抑制延長   ：515km（2010年）  →   739km（2017年） 

・公園利用箇所数：641箇所（2010年）→ 1,409箇所（2017年） 

○雪堆積場 2の必要量は過去 大の雪処理量を目安とし、計画策定時は 2,080 万 m3

を確保していましたが、2012年度の大雪以降は2,570万m3以上を確保しました。 

○市街地近郊での開設が難しいことから、依然として多くの雪堆積場が郊外に配置

されている状況にあり、運搬距離の増加や作業効率の低下などの課題が残ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

図 雪堆積場の開設箇所(左)、雪堆積場までの運搬距離(右) 

大雪時においても、雪堆積場の必要量は確保できましたが、依然として多くの雪堆
積場が郊外に配置されています。 

 

(2)札幌市冬のみちづくりプランの検証 

2  【雪堆積場】 排雪作業で運び出された雪を、堆積する場所。 
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第１章 はじめに

 

目標3：除排雪体制の確保 

策定当時の 

状況・課題 

○景気の低迷や公共事業の減少などにより、担い手の不足や高齢化が進んでいます。 

○除雪事業者が保有する除雪機械の更新がままならず、老朽化が進んでいます。 

取組結果 ○夏冬一体化や除雪業務規模の拡大を開始した

2010 年度以降、道路維持除雪業務の受託者数

は約200社で安定していることから、雇用の安

定化と除排雪事業からの撤退抑制に一定の効

果がありました。 

○30 歳未満の従事者は約 1 割であり、依然とし

て少ないため、2015 年度から新たに除雪オペ

レーター3 が大型特殊免許を取得する際の費用

の一部を補助する取組を行いました。 

・補助件数：28件（2017年） 

○札幌市における除雪機械の計画的な購入と、除雪業務の規模拡大に伴う除雪事業

者の調達により、除雪機械の確保は着実に進んでいます。 

・保有台数：361台（2010年）→ 405台（2017年） 

除排雪体制は維持できましたが、担い手の不足や高齢化に対しては、更なる取
組が求められています。 

 

 

目標4：メリハリをつけた冬期道路の管理 

策定当時の 

状況・課題 

○機械・人材・予算が限られる中でも、効果的・効率的な雪対策を実施するために

は、メリハリをつけた除排雪を推進する必要があります。 

○幹線道路は、交差点やバス路線の除排雪を強化しているものの、一部では依然と

して渋滞が発生しています。 

○他の管理手法で安全性を確保できる箇所は、ロードヒーティングを停止していま

す。 

取組結果 ○全ての幹線道路と生活道路との交差点の排雪を強化し、幅員や見通し、渋滞の改

善を図りました。 

・幹線道路と生活道路の交差点排雪箇所数：50箇所（2010年）→ 4,370箇所（2017年） 

○ロードヒーティングを停止しても交通の安全を確保できる箇所は、管理手法を変

更しました。 

・停止箇所数：25箇所（2010年）→ 75箇所（2017年） 

○ロードヒーティングの停止や排雪量の抑制など、メリハリによって捻出した予算

の範囲内でバスレーンや狭小バス路線の排雪を行いましたが、目標には届いてい

ません。 

・バスレーンの強化延長 ：38km（2010年）→ 38km（2017年） 

・狭小バス路線の強化延長：37km（2010年）→ 37km（2017年） 

○除雪水準の維持に努めたことにより、市民から除雪状況について一定の理解を得

ています。 

可能な範囲でメリハリをつけた雪対策を実施し、目標としている除雪水準を概
ね確保しました。 

 

 

※出典：札幌市 

29歳以下

7％

30代

17％

40代

30％

50代

26％

60歳以上

20％

除雪オペレーターの年齢構成（2017年） 

3  【除雪オペレーター】 除雪グレーダやタイヤショベルなどの除雪機械の運転手。 
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目標5：安全な冬期交通環境の確保 

策定当時の 

状況・課題 

○つるつる路面の発生防止に努めてきましたが、冬期間の交通事故件数などは依然

として多い状況です。 

○通学路の歩行空間の確保に努めてきましたが、排雪の要望が多く寄せられていま

す。 

取組結果 ○凍結防止剤の夕方散布の推進により、交通事故件数は減少しました。 

・夕方散布延長：113km（2010年）→321km（2017年） 

○歩行環境の対策は、市民・企業との協働による砂まき活動などにより推進してき

ましたが、雪道での転倒による救急搬送人員は増加しています。 

・砂まき協力店舗数  ：971店舗（2010年）→ 1,278店舗（2017年） 

・企業名入り砂箱寄贈数：99基（2010年）   → 155基（2017年） 

・雪道の自己転倒に伴う救急搬送人員：787人（2010年）→ 1,172人（2017年） 

○通学路やその周辺における生活道路同士の交差点の排雪をより一層強化し、小学

校周辺の環境改善を図りました。 

・小学校グラウンド利用数    ：30校（2010年） → 55校（2017年） 

・生活道路同士の交差点排雪箇所数：70箇所（2012年）→ 3,871箇所（2017年） 

車道の凍結路面や通学路の状況は改善傾向にありますが、歩行環境の対策について
は、更なる取組の拡大が必要です。 

 

 

目標6：冬の文化の創造 

策定当時の 

状況・課題 

○様々な情報を発信していますが、周知が不十分な取組や活用されていない情報が

あります。 

○多くの人が除雪ボランティアを行っていますが、より一層参加しやすい環境づく

りが必要です。 

取組結果 ○除排雪に関する情報や冬の暮らしに役立つ情報について、認知度の向上・活用の

拡大に努めました。 

○ボランティア活動への支援として、小型除雪機 4や除雪用具5を貸し出すなど、参

加しやすい環境づくりを行いました。 

・小型除雪機貸出件数：0団体（2010年）  34団体（2017年） 

・除雪用具貸出件数 ：0団体（2010年）  45団体（2017年） 

○雪のある生活を文化と捉える意識を醸成する取組を推進してきましたが、冬の暮

らしの中で雪に親しみを感じている方は3割でした。 

意識の醸成やボランティアの推進に向けて、着実に取組が進んでいるものの、今後
の高齢化に向け、更なる取組の拡大が必要です。 

 

 

  

4 【小型除雪機】 機械の回転する部分を利用して投雪作業を行うように設計された歩行型の除雪機。 
5 【除雪用具】 雪ベラやスノースコップ、スノーダンプなど、積もった雪を切り出したり、寄せたり、運んだりするために用いる道具。 
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第１章 はじめに

今後の雪対策のあり方を考えるうえでは、幅広く様々な視点で検討することが必要なことから、

冬の暮らしに関係する各分野の代表者、公募による市民など 17 名で構成する「札幌市次期冬のみ

ちづくりプラン検討委員会（以下「検討委員会」とする）」を設置し、「今後の雪対策のあり方」

についてご議論いただきました。 

設置期間は、2016年10月から2017年 9月までの1年間で、この間、検討委員会を5回開催する

とともに、専門性が強く、より深い議論を要する「除排雪体制の確保」や「市民力を結集した取組

の推進」については、部会を設置して集中的に検討を進めました。 

検討委員会では、社会情勢や雪対策を取り巻く課題、将来への懸念などを踏まえ、以下の5つを

「今後の雪対策の方向性」とする提言書を取りまとめ、2017年10月24日に検討委員会委員長から

秋元市長へ手渡されました。 

 ※検討委員会の詳細は、資‐5ページを参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市では、検討委員会からの提言を踏まえて作成した「札幌市冬のみちづくりプラン2018（案）」

に対するご意見を募集するため、2018年○月○日から○月○日の間、パブリックコメントを実施し

ました。 

※パブリックコメント6の結果は、資‐8ページを参照 

  

(3)札幌市次期冬のみちづくりプラン検討委員会による検討 

(4)パブリックコメントの実施 

方向性１ 雪対策に関する広報の充実 

方向性５ 除排雪作業の効率化・省力化の推進 

方向性４ 除排雪体制の確保 

方向性３ 安心・安全な冬のみちづくりの推進 

方向性２ 市民力を結集した取組の推進 

【今後の雪対策の方向性】 

6  【パブリックコメント】 市役所などの公的機関が、行政計画の策定などに際して、広く市民意見を募集するために行う手続き。 
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第２章 

札幌市を取り巻く社会環境の変化

第 1 節 迫る人口減少・超高齢社会の進行 

第 2 節 建設業の動向 

第 3 節 町内会・自治会の動向 

第 4 節 財政状況と今後の見通し 

この章では、社会状況や地域の動向の 

変化などを示します。 
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札幌市の総人口は、高度経済成長期における都市部への人口集中やエネルギー革命による産炭

地からの人口流入、冬季オリンピックの開催などにより、増加の一途をたどってきました。 

しかし、「さっぽろ未来創生プラン」の推計を基に計画期間内の各人口を算出したところ、少

子高齢化の進行などにより、総人口は近い将来ピークを迎え、2018 年と比較して 2027 年には 4

万人減少することが予測されています。 

また、年齢別では、老年人口（65歳以上）が増加している一方で、経済活動を支える生産年齢

人口（15～64 歳）は、2018 年と比較して2027 年には8万人減少し、2060 年には69万人（4割

減）となることが予測されています。 

このため、今後は多くの産業に影響が及び、とりわけ建設業においては厳しい労働力の低下が

想定されます。 

 

 

 

 

図 2-1 札幌市の総人口と将来推計人口 

（出典：「さっぽろ未来創生プラン(2016 年策定)」を基に算出） 

  

(1)総人口・生産年齢人口の減少 

迫る人口減少・超高齢社会の進行 第１節 

計画期間中に 
総人口は 4万人減

実績 推計

193 189

143 
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第２章 札幌市を取り巻く社会環境の変化

「札幌市まちづくり戦略ビジョン」の推計を基に計画期間内の高齢単身世帯 7数を算定したと

ころ、2027年には12.8万世帯まで増加し、7世帯に1世帯が高齢単身世帯（2018年は9世帯に

1世帯）となることが予測されています。 

札幌市の除雪は、除雪車が両側に雪を寄せる「かきわけ除雪」で行い、市民の皆さんには、玄

関前などに寄せられた雪の処理をお願いしていることから、今後、高齢化がますます進行するこ

とで、雪の処理が難しい世帯が増加することが考えられます。 

 

 

 

図 2-2 札幌市の高齢単身世帯数及び一般世帯に占める割合の将来見通し 

（出典：「札幌市まちづくり戦略ビジョン（2013 年策定）」を基に算出） 

 

 

  

(2)老年人口・高齢単身世帯数の増加 

計画期間中に 
高齢単身世帯が 
7 世帯に 1 世帯まで増加

実績 推計

7  【高齢単身世帯】 65 歳以上の人が一人で生活する世帯。 
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北海道の建設技能労働者8数は、一財）建設経済研究所の推計よると、東日本大震災（2011年）

を境に若干増加の傾向が続き、2015年を境に再度減少に転じることが予測されていましたが、実

際には2015年の実績でそれを下回る11.6万人であり、ピーク時（1995～1997年）の19.9万人

から大きく減少しています。 

これは、日本の人口動態や建設産業の中核を担ってきた団塊世代を中心とする高年齢層の大量

退職の影響に加え、若年層の入職の減少が重なったことなどが要因と考えられます。さらに、中

長期的には、建設技能労働者数の減少は避けられない状況であり、本計画の計画期間中において

も２割減少することが予測されています。 

 

 

図 2-3 北海道の建設技能労働者数 

（出典：実績は総務省「国勢調査（2005～2015 年）」、 

推計は(一財）建設経済研究所「建設経済レポート 64号（2015発表）」を基に算出） 
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（万人）

(1)建設技能労働者数の減少 

建設業の動向 第２節 

実績 
計画期間中に 2割減少 

推計 

8  【建設技能労働者】 道路工事や建築工事などで直接的な作業を行う技能を有する労働者。 
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第２章 札幌市を取り巻く社会環境の変化

札幌圏の建設・採掘の職業の有効求人倍率 9は、2010年以降、年々上昇しており、2017年には

4.06倍まで上昇しています。 

また、全ての職業と比べると、2010 年は 1.6 倍の差でしたが、2017 年には 3.9 倍まで差が広

がっており、人材不足の状況が一段と厳しくなっています。 

札幌圏の建設・採掘の職業の有効求人倍率が高いのは、景気の回復などにより求人数の増加率

が大きい一方で、建設業が持つマイナスイメージや生産年齢人口の減少などにより、求職者数の

減少率が大きいことが要因の一つと考えられます。 

 

 

 

 

図 2-4 札幌圏の有効求人倍率（出典：北海道「札幌圏の建設・採掘の職業の有効求人倍率」を基に算出） 

※パート除く常用 
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(2)有効求人倍率の上昇 
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3.9 倍まで拡大 

9  【有効求人倍率】 仕事を求める人ひとりに対して何件の求人があるのかを示した値（前月から繰り越された求職者数とその月の新規求職者数

の合計に対する求人数の割合）。 
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北海道の建設業における 55 歳以上の就業者の割合は年々増加しており、2016 年には全体の

40％に達しています。これは、全国の建設業（33.9％）より高く、北海道の全産業（31.0％）と

比べ1割程度高い状況です。 

一方、29歳以下の割合は少なく、2016年では10.0%まで減少しています。これは、全国の建設

業（11.4％）及び北海道の全産業（16.1％）と比べ低い状況です。 

 

 

 

  

図 2-5 全国及び北海道の建設業と北海道の全産業の就業者年齢構成（出典：総務省「労働力調査」を基に算出） 

   ※2011年の全国（建設業）は、東日本大震災等の関係で欠損 

 

 

 

  

(3)就業者の高齢化の進行 

29 歳以下は減少

北海道（建設業）の 

55 歳以上は全体の 4 割 

55 歳以上は増加
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第２章 札幌市を取り巻く社会環境の変化

<年間総労働時間>（図2-6） 

北海道における2016 年の建設業の 1人当たりの年間総労働時間は2,098 時間であり、全産業

と比べ321時間長くなっています。また、全国と北海道の建設業の年間総労働時間を比較すると、

全国と比べ42時間長くなっており、10年前と比べると45時間短くなっているものの、年によっ

てばらつきがあります。 

 

<年間出勤日数>（図2-7） 

北海道における2016 年の建設業の 1人当たりの年間出勤日数は260 日であり、全産業と比べ

25日多くなっています。また、全国と北海道の建設業の年間出勤日数を比較すると、全国と比べ

8 日多く、10 年前と比べると、全産業は減少しているものの、建設業は横ばいとなっています。 
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(4)年間総労働時間・出勤日数の改善が進まず停滞 

北海道（建設業）は 

10 年前と比べ改善の傾向が見られない 

図2-6 北海道・全国の産業別一人当たりの 

図2-6 年間総労働時間 

（出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」を基に算出）

図 2-7 北海道・全国の産業別一人当たりの 

図2-6 年間出勤日数 

（出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」を基に算出） 
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町内会は、地域住民の親睦や高齢者の見守り、子育てに関する活動をはじめとして、除排雪や

ごみステーションの管理など、地域の生活に欠くことのできない活動を行っています。 

しかし、札幌市の全世帯数が増え続ける中、町内会加入のメリットがわからないという意見が

あるなど、町内会未加入世帯数も増加傾向にあり、加入率は減少傾向にあります。（図2-8） 

また、町内会の運営や活動に主体的に取り組んでいただいている町内会・自治会役員の年代は、

60代が5割で も多く、60歳以上が全体の8割を占めており高齢化しています。（図2-9） 

このため、地域で除雪ボランティアを必要とする方へのフォローやボランティアの取りまとめ

などに関する負担が大きくなることが考えられます。 

 

      

図 2-8 札幌市の全世帯数と町内会・自治会の加入世帯数の推移（出典：札幌市） 

   

49歳以下
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50代

8.3%

60代

47.5%

70代

34.9%

80歳以上

0.5%

無回答

4.0%

町内会・自治会の動向 第３節 

全体の 8 割が 
60 歳以上

未加入世帯数が増加 

図 2-9 町内会・自治会の役員年齢構成（2016 年 3 月現在）（出典：札幌市） 
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第２章 札幌市を取り巻く社会環境の変化

 

 

 

国の経済状況は、札幌市を含めて雇用や所得環境の改善が続き、景気は回復していくことが期

待されていますが、先行きについては、海外経済の不確実等に留意が必要です。 

そのような中、札幌市の財政状況は、義務的支出である扶助費（障がい福祉費など）の増加、

市債発行増による公債費の増加が見込まれます。加えて、地方債に対する地方交付税措置の縮減

により、公債費に係る札幌市負担の大幅な増加が将来的には見込まれる状況であります。 

このことから、地方財政全般をめぐる動きを踏まえると、今後の財政見通しは、全く楽観視で

きません。 

                                       （億円） 

区分 
2015 年 

予算 

2016 年 

予算 

2017 年 

予算 

2018 年 

予算 

2019 年 

見込 

歳

入 

一般財源 4,726 4,754 5,363 5,406 5,406 

国・道支出金 2,360 2,508 2,637 2,735 2,832 

市債 474 678 585 559 563 

その他 1,400 1,380 1,359 1,397 1,418 

基金活用額 50 46 21 19 43 

合計 9,010 9,366 9,965 10,116 10,262 

歳

出 

計画事業費（政策的経費） 2,153 2,457 2,272 2,237 2,247 

その他事業費（経常的経費） 6,857 6,908 7,693 7,879 8,015 

 義務的経費 4,453 4,546 5,343 5,471 5,597 

他会計繰出金 1,073 1,053 1,027 1,054 1,058

その他事業費 1,332 1,309 1,323 1,354 1,361

合計 9,010 9,366 9,965 10,116 10,262 

 

図 2-10 中期財政フレーム 2015（一般会計）平成３０年度予算反映（出典：札幌市） 

 

  

財政状況と今後の見通し 第４節 
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第３章 

雪対策の現状と課題 
 

第 1 節 市民ニーズに対応した除排雪 

第 2 節 危ぶまれる除排雪体制 

第 3 節 増大する除雪予算 

第 4 節 市民との協働による雪対策 

第 5 節 雪対策に対する市民意識 

この章では、今後の雪対策に直接影響する 

除排雪体制や協働の取組などの課題を示し 

ます。 
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札幌市では、これまで道路種別や市民ニーズに応じた雪対策を進めてきました。 

しかし、高齢化が進行する中、気象の変化などに伴い雪道で転倒し救急車で搬送される方の増加

や、地域の取組を支援しているパートナーシップ排雪制度の地域負担が増加しています。 

 

 
 

①  種別ごとの道路状況 

〈幹線道路〉 

 幹線道路は、物流や観光などの都市活動を支える

とともに、災害時には輸送路としての役割を担っ

ており、これまで道路状況などに応じて除排雪を

行ってきました。 

 市民からの苦情・要望では、「道幅を拡げて欲しい」

や「氷板などを削って欲しい」との声が一部あるも

のの、その割合は限定的であり、アンケート調査

の結果では、道路状況に関する市民の不満は 2 割

程度となっています。 

 

〈生活道路〉 

 生活道路は、日々の暮らしを支えるとともに、市民

にもっとも身近な道路であり、これまで10cm程度

の降雪があったときに除雪を行ってきました。ま

た、排雪は排雪支援制度など、地域と札幌市との協

働で行ってきました。 

 市民からの苦情・要望では、「私事理由により玄

関や車庫前などに雪を置かれ困る」との声が毎年

高い割合となっており、アンケート調査の結果に

おいても「雪が置かれる」ことに関する不満が多

く、全体の5割を超えています。 

  

(1)市民ニーズや超高齢社会などに応じた冬期道路交通の確保 

51%

27%

22%

満足

どちらとも言えない

不満

満足

どちらとも言えない

不満

43%

32%

25%

市民ニーズに対応した除排雪 第１節 

図 3-2 2016 年市民アンケート「生活道路
の不満」（n=647 人） 

図 3-1 2016 年市民アンケート「幹線道路
の状況」（n=647 人） 

31％

22％

35％

33％

11％

3％
玄関前や駐車場前に

雪が置かれる
置かれる雪の量が不

均等
気温が上がるとザクザ

クになる
冬期間なので仕方が

ない
特に不満に思っている

ことはない
分からない
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第３章雪対策の現状と課題

〈歩道〉 

 歩道は、歩行者の安全な歩行空間を確保する施設

であり、これまで10cm程度の降雪があったときに

公共施設や地下鉄駅周辺など、人通りが多い路線

を中心に除雪を行ってきました。 

 市民からの苦情・要望では、「つるつる路面対策

をして欲しい」との声は一部である一方で、アン

ケート調査の結果では、特に「つるつる路面」に

対する要望が大きくなっています。 

 

 

② 歩道や横断歩道でのつるつる路面による転倒者の増加 

 冬期間の路面は刻一刻と変化するため、行政の取組だけではなく、地下鉄駅周辺など人通り

が多い交差点を中心に砂箱を設置して市民や企業との協働で砂まき活動を進めています。 

 初冬期における大雪の影響などで12月の自己転倒の発生件数は増加傾向にあります。（図3-

4） 

 雪道での転倒による救急搬送人員（12～3月）は、高齢化の進行などにより60歳以上が増加

傾向にある中で、近年は1,000人を超えていることから、新たな対応が必要な状況です。（図

3-5） 

 近年、道外から来札する観光客（12～3月）は、毎年100万人を超えており、また、外国人の

宿泊者数は、2012 年以降、大幅に増加していることから、外国人を含む観光客に対する雪道

のリスクについて啓発が必要です。（図3-6） 

 
図 3-4 月ごとの雪道の自己転倒に伴う救急搬送人員（各年 12～3 月）（出典：札幌市） 

 

 
図 3-5 年代別の雪道の自己転倒に伴う救急搬送人員（各年 12～3 月）（出典：札幌市） 
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図 3-3 2016 年市民アンケート「歩道で
重視すべきこと」（n=647 人） 
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図 3-6 道外からの来札観光客数・外国人の宿泊者数（各年 12～3 月）（出典：札幌市） 

 

 

 

 パートナーシップ排雪制度 10は、近年、労務単価 11や機械損料 12などの上昇に伴い地域支払

額 13を増加せざるを得ず、その結果、町内会費用の多くを排雪に費やすこととなり、その他の

町内会活動に影響を及ぼす可能性があります。 

 一部の町内会からは、「パートナーシップ排雪制度を利用するための費用を集めるのが困難

である」や「合意が得られず制度を利用できない」との声が上がっています。 

 

 

図 3-7 パートナーシップ排雪制度の地域支払額の推移（出典：札幌市） 
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(2)パートナーシップ排雪制度の利用に係る町内会の負担増 

外国人宿泊者数
は、2012 年以降
急増 

地域支払額は
年々上昇 

10  【パートナーシップ排雪制度】 市民要望の高い生活道路の排雪について、地域、市、受託業者が、それぞれの役割を分担しながら連携し、

生活道路の排雪を実施することにより、快適な冬期生活環境を創出することを目的とした制度。 
11  【労務単価】公共工事の積算等に用いられる、建設労働者に対する一人当たりの所定労働時間内8時間当たりの賃金。 
12  【機械損料】公共工事の積算などに用いられる企業が所有する建設機械の経費で、償却費、維持修理費、管理費等の費用を1時間当たり

又は 1日当たりの金額で表示したもの。 
13  【地域支払額】 パートナーシップ排雪制度を利用した排雪作業にかかる費用の内、地域が負担する金額。 
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第３章雪対策の現状と課題

 2009 年以降、札幌市内では局地的な大雪や初冬期の大雪など、特異な気象状況が頻発したこ

とで、道幅が狭くなり交通渋滞や路線バスのダイヤの大幅な乱れなどが発生しました。 

 

【市内北東部を中心とする局地的な大雪（2011年）】 

2011年 1月は、市内北東部を中心に大雪となり、1日

に40cmを超える連続した降雪が3回ありました。 

この局地的な大雪により、北区や東区の幹線道路では

道幅が狭くなり交通渋滞が発生し、生活道路では車1台

程度の道幅しか確保できない路線もありました。 

 

 

【シーズンを通した記録的な大雪（2012年度）】 

2012年度は、12月にまとまった降雪があり、12月の月 深積雪としては観測史上5番目

となる87㎝を記録しました。 

その後も断続的な降雪が3月まで続き、3月の月 深積雪は1946年以来67年ぶりに130cm

を超えるなど、年間の累計降雪量は観測史上5番目となる628㎝を記録しました。 

この大雪により、市内全域の幹線道路で路線バスのダイヤの大幅な乱れや運送車両の大幅

な遅れが発生しました。 

 

 

【厳冬期の降雨（2015年）】 

2015年 1月27日は、南から暖気が流れ込み、4月中旬から5月上旬並みに気温が上昇した

ことで季節外れの降雨が発生しました。 

この降雨により、生活道路では路面上の雪が融けて、市内各所でザクザク路面が発生しま

した。 

 

 

【初冬期の記録的な大雪（2016年）】 

2016年は、12月の上旬から中旬にかけて2度の大雪（57cm、61cm）があり、12月として

は1966年以来50年ぶりに積雪深が90cmを超えました。 

この2度の大雪により、道幅が狭くなったことや年末の交通量の増加も加わり、市内各所

で交通渋滞が発生しました。 

 

  

(3)記録的な気象の発生 

狭くなった幹線道路（北区） 
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札幌市では、冬期間にまとまった降雪があった場合、その日の深夜から早朝にかけて市内一斉

に除雪を行います。その距離は5,400kmにも及ぶため、一晩で除雪を行う体制として、除雪機械

約1,000台、従事者約3,000人を確保しています。 

しかし、近年は、生産年齢人口の減少や公共事業費の減少に伴う人員の削減、新規入職者の減

少などから、特に除雪オペレーターの確保が難しくなっています。 

 

 

 60 歳以上の除雪オペレーター（助手を含む）は全体の2割を超えています。その一方で、若

い世代の確保が難しく、29歳以下は1割以下と非常に少ない状況です。（図3-8） 

 10 年以上の経験年数を持つ除雪オペレーターは、全体の6割を占めている一方で、経験年数

の浅い 5 年未満の割合は 2 割弱となっており、新たに入職する除雪オペレーターが少ない状

況です。（図3-9） 

 除雪車の種類により違いはあるものの、除雪オペレーターとして現場で作業に従事するまで

には、一定の年月を要します。（表3-1） 

 熟練技術を持つ除雪オペレーターが、今後大量に退職を迎えるため、経験の少ない除雪オペ

レーターにしっかり技術の伝承ができなければ、これまでの作業レベルを維持することが難

しくなる可能性があります。 

 

  

(1)除雪従事者の不足・高齢化の進行 

危ぶまれる除排雪体制 第２節 
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第３章雪対策の現状と課題

 

 

  

図 3-8 2017 年の除雪従事者 14の年齢構成 

（出典：札幌市「除雪従事者へのアンケート調査（2018年2月実施）」） 

 

 

 

 

 
図 3-9 2017 年の除雪オペレーターの経験年数割合 

（出典：札幌市「除雪従事者へのアンケート調査（2018年2月実施）」） 

 

 

表 3-1 2017 年の除雪オペレーターとして現場で作業に従事できるまでの年数 

（出典：札幌市「除雪従事者へのアンケート調査（2018 年2 月実施）」） 
 

年数 割合 

1 年 22.4％（36 社） 

2 年 31.7％（32 社） 

3 年以上 44.1％（71 社） 

その他 1.9％（3 社） 

  

7%

12%

17%

13%

30%

23%

26%

28%

20%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

除雪オペレーター

作業員他

29歳以下 30代 40代 50代 60歳以上

60 歳以上の除
雪オペレーター
は全体の 2 割 

新たに入職した除
雪オペレーターが
少ない 

14  【除雪従事者】 除雪センターに勤める職員、除雪オペレーター、除雪作業員など除排雪作業に携わる人。
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札幌市の除雪従事者の将来推計 

 

除雪事業者へのアンケート調査（2018年 2月実施）の結果を基に、現在から20年後（2037

年）の除雪従事者数について、人口推計等に一般的に用いられる「コーホート分析法 15」に

より推計を行いました。 

推計結果からは、5年後（2022年）には除雪オペレーターが1割程度、10年後（2027年）

には 2 割程度減少することが予測されることから、将来的には除排雪体制の維持ができな

くなる可能性があります。 

 

  

図 3-10 札幌市の除雪従事者の将来推計 

 

表 3-2 除雪従事者の将来推計条件 

推計手法 ・コーホート分析法 

推
計
条
件 

2017 年の除雪 

従事者数 
・除雪事業者へのアンケート調査を基に算出 

増減率 
・国勢調査（2010 年・2015 年）の建設業従事者数の増減率 

※24 歳以下は、さっぽろ未来創生プランの将来推計の増減率 

退職年齢 
・70歳 

※除雪事業者へのヒアリング調査の結果を基に想定 
 

 

 

  

2,056 

1,857 

1,640 

1,438 

1,207 

1,884 

1,716 

1,523 

1,353 

1,196 
1,000

1,500

2,000

2,500

2017 2022 2027 2032 2037

種
類
別
除
雪
従
事
者
数
（人
）

除雪オペレーター 作業員等

-9.7%

-20.2%

除雪オペレーター
の人数は2027 年ま
でに2割減少 

計画期間 

15  【コーホート分析法】将来人口の推計手法の１つで、同じ期間に生まれた人々を１つの集団（コーホート）として捉え、各コーホートについて、一

定期間における変化率や変動要因の将来予測値などを用いる方法。 
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第３章雪対策の現状と課題

①  長時間残業と休日数 

 残業時間が多く、休日数が少ない除雪オペレーターは、除排雪作業が 盛期となる1月と2月

に多くなっています。（図3-11、3-12） 

 除雪オペレーターの中には、2024 年以降、罰則の対象となる「ひと月100時間」を超える残

業を行っている者もいます。（図3-11） 

 北海道が実施した「職場定着に向けた離職状況調査」では、卒業後 3 年以内に勤務していた

企業を離職した理由として「休日・休暇が少ない」や「労働時間が長い」が上位を占めており、

若い世代には、残業が多いことや休日がとりにくい会社を敬遠する傾向が見られます。（図3-

13） 

 

 

 

  
図 3-11 2017 年の除雪オペレーターの残業時間 
（出典：札幌市「除雪従事者へのアンケート調査（2018年2月実施）」）

※基準労働時間を 1 日 8 時間または 1 週 40 時間とし、これを超え

る時間を残業としています。 

図 3-12 2017 年の除雪オペレーターの休日日数 
（出典：札幌市「除雪従事者へのアンケート調査（2018年2 月実施）」） 

      

図 3-13 学卒就職者における勤務していた企業を 3 年以内の離職理由 

（出典：北海道「職場定着に向けた離職状況調査」(2014)）  

35.3%
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給与に不満

肉体的・精神的に健康を損ねた

昇進・キャリアに将来性がない

目標になる人がいない

仕事が面白くない

(2)除雪オペレーターの厳しい労働環境 

除排雪作業の 盛期に増加 

「休日・休暇が少な
い」や「労働時間が
多い」が離職理由
の上位 

残
業
時
間
ご
と
の
割
合 

休
日
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ご
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②  休日を振り替えての除雪作業 

 除雪作業は、天候に左右されることが多く、曜日を定めて定期的に休日を取得することは難しいのが現状

です。 

 

図 3-14 定期的な休みの確保 

（出典：札幌市「除雪従事者へのアンケート調査（2018 年2 月実施）」） 

※市内23 地区の除雪センターのヒアリング結果に基づき作成 

 

 

 

 除雪事業者が保有する除雪機械は、高額な費用が発生することから更新が進まず、一部の機種では、老

朽化が進んでいます。 

 

 
図 3-15 除雪グレーダの年式別台数-2017 年度末時点（出典：札幌市） 
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(3)除雪機械の老朽化の進行 

シーズンをとおして、定期
的な休日を確保できてい
るのは 2 割程度 

〈15 年以上経過した台数〉 

全体で 141台（56％） 

民間保有の内109 台（86％） 〈25 年以上経過した台数〉 

全体で 75台（31％） 

民間保有の内68 台（54％） 

25 年以上を経過し
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第３章雪対策の現状と課題

 雪堆積場の多くは民有地であるため、特に市街地など、利便性の高い場所にある雪堆積場は、

土地所有者の意向により継続して利用することができなくなっており、郊外化の傾向が続い

ています。（図3-16） 

 雪堆積場の郊外化の進行により、ダンプトラックの運搬距離が増加し作業効率の低下を招い

ています。（図3-17） 

 運搬距離の増加は、作業の遅れにつながることから必要なダンプトラック台数は増加する傾

向にあります。さらに、大雪などの際には需要が増え、ダンプトラックの確保が一層困難とな

ります。 

 

図 3-16 雪堆積場の開設箇所（出典：札幌市） 

    

図 3-17 札幌駅を中心とした雪堆積場の距離別箇所の割合（出典：札幌市） 

(4)雪堆積場の郊外化の進行 

市街地の 
雪堆積場は
年々減少 

雪堆積場
は郊外に
集中 
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札幌市では、物流や観光などの都市活動を支える幹線道路や日々の暮らしを支える生活道路など

の除排雪を行うため、毎年、必要な除雪予算を確保しています。 

しかし、近年は、労務単価の上昇などにより、除雪予算が大幅に増加しています。 

 

 

 

 国が定める公共工事設計労務単価は、東日本大震災等の災害復興や 2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック関連の建設需要が増加する一方で、建設業の就業者数は大幅に減少して

おり、また、機械損料も除雪車の装備品（路面の氷雪を削る部分の部品）に関する項目の追加

などがあり、近年は大幅に上昇し、札幌市道路維持除雪業務の労務単価及び機械損料も大幅

に上昇しています。 

 

 

図 3-18 労務単価の推移（出典：国土交通省「公共工事設計労務単価」）   

10,000

13,000

16,000

19,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

労
務
単
価
（
円
／
日
）

特殊運転手 一般運転手 普通作業員

(1)労務単価や機械損料の高騰 

2013年度
から 

2017年度
の5年間で 
4割上昇 

増大する除雪予算 第３節 

16 17 18 

16  【特殊運転手】除雪グレーダやタイヤショベルなどの除雪オペレーター。 
17  【一般運転手】ダンプトラックの運転手。 
18  【普通作業員】横断歩道の除雪や砂の補充など、人力作業の作業員。 



 

33 

第３章雪対策の現状と課題

 

図 3-19 機械損料の推移（出典：一財）日本建設機械施行協会「建設機械等損料表」） 

 

 除雪予算19は、労務単価や機械損料の上昇のほか、市民ニーズへの対応などにより、前計画の

策定時（2009年）の想定である年間150億円を大幅に上回る状況です。 

 2017年には200億円を突破するなど、この6年間で約60億円増加しています。 

 

 

図 3-20 2009～2018 年における除雪予算（労務単価などの補正含む）の推移（出典：札幌市） 

 

 

  

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

機
械
損
料
（
円
／
時
間
）

タイヤショベル 除雪グレーダ

(2)除雪予算の急激な増加 

近年、 
大きく上昇 

2013 年度以降 
急激に上昇 

19 【除雪予算】道路の除雪や運搬排雪、雪堆積場の管理、雪処理施設やロードヒーティングの管理など札幌市の雪対策にかかわる予算。 



 

34 

札幌市では、これまで除雪車が寄せた間口の雪処理や凍結路面への砂まきなどを、市民と行政と

の協働で進めてきました。 

しかし、近年は高齢化の進行などにより、間口の雪処理への負担感が増加するとともに、除雪ボ

ランティアの支援を希望する市民が増加し、協働の取組を進めることが難しくなっています。 

 

 

 

 

(1)高齢化の進行に伴う間口の雪処理への負担感の増加 

 札幌市の除雪は、限られた時間と除雪機械で行うため、玄関や車庫前などの間口の雪処理は、

広報誌やホームページなどを通じて、市民の皆さんに協力をお願いしています。しかし、間

口の雪処理に関する苦情・要望の割合は、降雪量の多少で変動するものの、10年前と比べて

も大きな変化が見られません。 

  
図 3-21 苦情・要望に占める「玄関や車庫前に雪を置いていく」の割合（出典：札幌市） 

  

38%
29% 35% 33% 34% 31%

42%
30%

39%

62%
71% 65% 67% 66% 69%

58%
70%

61%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

苦
情
・
要
望
割
合
（
％
）

玄関や車庫前に雪を置いていく その他

市民との協働による雪対策 第４節 
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第３章雪対策の現状と課題

(2)ボランティアの支援を希望する市民の増加 

 除雪ボランティアの支援を希望する市民は、高齢化の進行などにより、増加傾向にあります。 

 除雪ボランティア活動に携わる町内会役員などの高齢化が進み、ボランティアの担い手が十

分に確保できなければ、福祉除雪事業 20 など、ボランティア利用に関するニーズに対応でき

なくなる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

福祉除雪事業 

  

4,148 4,157 4,284 4,336

4,880
5,198 5,227 5,165 5,312

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

福
祉
除
雪
事
業
利
用
件
数
（
件
）

福祉除雪事
業の利用世
帯数は 8 年
間で 1.3 倍に
増加 

図 3-22 福祉除雪事業の利用世帯数の推移（出典：札幌市） 

20 【福祉除雪事業】 道路に面する一戸建て住宅に居住し、高齢や障がいにより自力で除雪を行うことが困難な世帯などを対象に、市民や地域の
団体、企業などが「地域協力員」として、歩行に支障のない範囲で間口部分や敷地内通路の除雪を行う事業。除雪とともに、必要に応じて見
守り・安否確認を行うなど地域福祉活動の一環として位置づけられている。 
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札幌市では、毎年、冬のくらしガイド21などの様々な広報媒体を活用して、冬のルール「除雪作

業の妨げとなる路上駐車をしない」「敷地内から道路への雪出しをしない」などを周知しています。 

しかし、一部では冬のルールが守られていません。 

 

 

 

 除雪作業の妨げとなる路上駐車や道路への雪出しは、地域や警察と連携した合同パトロール

などにより改善傾向が見られるものの、一部では依然として改善が見られず、作業効率の低

下や渋滞の要因となっています。 

 冬のルール（路上駐車をしない、雪出しをしない）に関する認知度は、8割以上でありますが、

その内、1割程度は行動につながっていない（実践していない）状況です。 
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雪対策に対する市民意識 第５節 

認知度と比べ実践度は
1 割程度低い 

図 3-23 2017 年市民アンケート「冬の暮らしに関 
図 3-23 するルール・マナーの認知度・実践度」 
図3-23    （出典：札幌市） 

冬のくらしガイド（2017 年度版） 

21 【冬のくらしガイド】  毎年、広報さっぽろ 12月号に綴込み、札幌市の雪対策、水道凍結防止の方法などを紹介している冊子。 
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第４章 

雪対策の方向性 

第 1 節 目指すべき将来と取組の視点 

第 2 節 計画の体系 

第 3 節 取組の進め方 

 
この章では、今後の雪対策の方向性として、 

目標とすべき将来と取組の視点、重点施策 

などを示します。 
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 近い将来、人口減少や高齢化の一層の進行などといった、これまでに経験したことのない社会経

済情勢が予測されています。 

 そのような中、札幌市の雪対策は除雪従事者の不足や高齢化の進行、増大する除雪予算など、第

3章に記載のような課題を抱えております。 

 特に体制面では、現在、10cm以上の降雪のときに一晩で除雪を行う体制として、除雪機械約1,000

台、従事者約3,000人を確保していますが、除排雪に携わる従事者は計画期間中に2割減少するこ

とが予測されていることから、除排雪体制を維持することが難しくなると考えられます。 

 また、財政面では、現在、市民生活や経済活動を支える冬期道路環境の維持に必要な除雪予算を

確保してきていますが、2020年東京オリンピック・パラリンピック関連の建設需要や建設業従事者

の不足などによる労務単価の上昇など、今後も除雪予算の増加が見込まれます。 

 一方、社会の動向に目を向けると、国においても建設業の健全な発展に向けて動き出しており、

担い手確保のための「働き方改革」のほか、担い手確保を補うためにICTなどの活用による「生産

性の向上」といった取組も始まっております。加えて、近年においては、企業のCSRや社会貢献活

動が広がりを見せているとともに、SNS などのソーシャルメディアの急速な普及といった社会の変

化も出てきており、これらの様々な動きをしっかり捉えて活用することにより、課題の克服につな

がることが期待されます。 

 そこで、人口減少や高齢化の一層の進行といった社会環境が大きく変化する状況の中であっても

雪対策が抱える課題に対応し、市民の皆さんが将来にわたり安心して安全に冬を過ごせるよう、「目

指すべき将来」を次のように設定します。 

                              

 

                            

 

 実現に向けては、除雪予算の増加を可能な限り抑えるとともに、ICTなどの先進技術を活用する

ことなどにより、作業の効率化や省力化、労働環境の改善などにつながる取組を進め、安定的に除

排雪体制を維持していきます。 

 そのための取組の視点として「安心・安全な冬期道路交通の確保」「除排雪作業の効率化・省力

化」「除排雪体制の維持・安定化」「雪対策における市民力の結集」「雪対策に関する広報の充実」の

５つを定め、その視点に基づき重点施策を展開していきます。 

 

 

 

  

目指すべき将来と取組の視点 第１節 

安心・安全で持続可能な冬の道路環境の実現 
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 地域レベルの除雪に取り組む地域団体や

ボランティア企業の活動を支援し、地域の

除雪力の向上を目指します。 

視点４ 雪対策における市民力の結集 

22  【除雪水準】 幹線道路、生活道路、歩道といった道路種別ごとに、目標とする確保すべき「幅員」と「圧雪厚」「路面管理基準」などを示した 

もの。 

小型除雪機を活用したボランティア除雪 

                                  

 

 除排雪作業を工夫しながら限られた人員・体制におい

ても、これまでの除雪水準 22の維持を目指します。               

 

 

視点１ 安心・安全な冬期道路交通の確保 

交通の流れがスムーズな幹線道路 

                     

 

 

 市民が快適な冬を過ごせるよう、幅広い

市民が冬のルールやマナーなどの理解に

つながる広報を進めます。 

視点 5 雪対策に関する広報の充実 

新聞やテレビに加え SNS 等を活用した情報発信 

                      

 

 持続的に除排雪作業を進めるため、ICT

などの先進技術を活用し、作業の効率化

や省力化を進めます。 

 

 

 

視点２ 除排雪作業の効率化・省力化 
                     

 

 企業の経営の安定化に資する取組や労

働環境の改善、人材の育成を支援し、除

排雪体制の維持安定化を図ります。 

 

 

 

視点３ 除排雪体制の維持・安定化 

1 人乗り除雪車の導入に伴う実技講習 GPS を活用した作業情報のデータ化 
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  計画策定の背景 

計画の体系 第２節 

雪対策の現状と課題 

課題２ 危ぶまれる除排雪体制 
 

・除雪従事者の不足・高齢化の進行 

・除雪オペレーターの厳しい労働環境 

・除雪機械の老朽化の進行 

・雪堆積場の郊外化の進行 

課題３ 増大する除雪予算 
 

・労務単価や機械損料の高騰 

・除雪予算の急激な増加 

課題１ 市民ニーズに対応した除排雪 
 

・市民ニーズや超高齢化社会などに 

応じた冬期道路交通の確保 

・パートナーシップ排雪制度の利用に 

係る町内会の負担増 

・記録的な気象の発生 

課題４ 市民との協働による雪対策 
 

・高齢化の進行に伴う間口の雪処理 

への負担感の増加 

・ボランティアの担い手不足への対応 

課題５ 雪対策に対する市民意識 
 

・依然として一部の路線では冬のルー 

ルが守られていない 

社会環境の変化 

①迫る人口減少・ 

超高齢社会の進行 
 

・総人口・生産年齢人口の

減少 

・老年人口・高齢単身世帯

数の増加 

②建設業の動向 
 

・建設技能労働者の減少 

・有効求人倍率の上昇 

・就業者の高齢化の進行 

・年間総労働時間・出勤日

数の改善が進まず停滞 

 

③町内会・自治会の動向 
 

・町内会の未加入者の増加 

・役員の高齢化 

 

④財政状況と今後の見通し 
 

・義務的支出である扶助費 

の増加 

・財政見通しは全く楽観視で

きない 
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 札幌市では、人口減少や高齢化の一層の進行といった社会環境が大きく変化する状況のなかであ

っても雪対策が抱える課題に対応し、市民の皆さんが将来にわたり安心して安全に冬を過ごせるよ

う、「安心・安全で持続可能な冬の道路環境の実現」を目指すべき将来として設定します。 

 実現に向けては、以下の５つを視点と定め、その視点に基づき重点施策を展開します。 

 

 

 

  
目指すべき将来 取組の視点 

 

視点１ 
 

安心・安全な 
冬期道路交通の 
確保 

 

 

視点２ 
 

除排雪作業の 
効率化・省力化 

 

 

視点３ 
 

除排雪体制の 
維持・安定化 

 

 

視点４ 
 

雪対策における 
市民力の結集 

 

 

視点５ 
 

雪対策に関する 
広報の充実 

 

重点施策 

(1)効果的な除排雪の推進 
 
(2)凍結路面対策の推進 
 
(3)大雪に備えた体制の確保 

(1)作業の効率化・省力化による 

生産性の向上 
 

(2)雪対策施設の安定的・効率的 

な運用 
 
(3)地域内雪処理の推進 

(1)経営の安定化につながる取組 

の推進 
 
(2)除雪従事者の定着・育成支援 

(1)市民と行政との協働の推進 
 
(2)除雪ボランティア活動の取組 

強化 
 
(3)歩く人に優しい冬のみちづくり 

(1)冬の暮らしに関する広報 
 
(2)多様な手法を活用した効果的 

な広報・啓発 
 

 

安
心
・
安
全
で
持
続
可
能
な
冬
の
道
路
環
境
の
実
現 

※課題１・２・３への対応 

※課題２・３への対応 

※課題２への対応 

※課題１・４への対応 

※課題４・５への対応 
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 本計画は、今後確実に見込まれる人口減少や高齢化の一層の進行などといった、これまでに経

験したことのない社会情勢下での計画であることから、一定の除雪水準を維持し、冬の市民生活

を守るためには、作業の効率化や省力化などの取組に加え、将来の除排雪体制に応じた作業上の

工夫が必要になります。 

 このため、これらの課題に対応する作業の効率化や市民力の結集などの取組は、以下のアクシ

ョンプログラムに基づき着実に進めます。 

 また、市民生活への影響を考慮しつつ、これまでの作業方法や施設の運用方法などの見直しを

検討する取組については、状況に応じて実証実験や市民議論などを行い、その結果を踏まえ、準

備が整ったものから順次進めます。 

 

 

 

本計画には、今後 10 年間で実現すべき取組を位置付けており、その中には、短期的な取組や

中長期的な視点で検討が必要な取組があります。 

このため、その実行性を確保するため、上位計画である「札幌市まちづくり戦略ビジョン（次

期アクションプラン）」と連動を図りながら、2019年に具体的な活動指標や実施時期などを定め

る「実行計画（アクションプログラム）」を策定し、進行管理を行います。 

 

 

 

 

  

(１)社会環境の変化を捉えた対応 

(2)実行計画（アクションプログラム）の策定 

取組の進め方 第３節 

アクションプログラム 

アクションプログラムに基づき 
取組を実施 

取組効果の検証（適宜実施）

取組の修正・見直し 

計画 

実行 

効果 
検証 

改善 

【取組の進め方のイメージ】 

<実証実験や市民議論> 

・「実行」や「改善」の段階で、必要に応 

 じて実証実験や市民議論などを行います。 



 

   43 

第 4 章 雪対策の方向性

 

 2015年に国連で採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェン

ダ」において、人間、地球及び繁栄のための行動計画として、17のゴールと169のターゲットから

なる「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals、SDGs）」が定められました。 

 SDGsの特徴は、経済・社会・環境の三側面を統合する施策の推進により、それぞれの課題の同

時解決を目指すものであり、札幌市でも2018年６月に「SDGs未来都市」に選定されたほか、各種

計画への反映や実践等、SDGsの達成に向け積極的に取り組んでいます。 

 本計画で定める雪対策は、環境負荷の抑制に努めながら冬期間の市民生活や経済活動を支える

道路交通を円滑に保つという観点で非常に大きな役割を果たすとともに、住民間の連帯、物流網

の確保、建設業の維持、ICTの活用、大雪への適応など持続可能なまちづくりに向けた多くの分野

の課題解決に資することから、雪対策の推進をSDGsの達成にもつなげていきます。 

 

 

 

 

  

(3)雪対策における SDGs の推進 

【持続可能な開発目標（SDGs）、通称「グローバル・ゴールズ」】 
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第５章 

重点施策の具体的な展開 

視点 1 安心・安全な冬期道路交通の確保 

視点 2 除排雪作業の効率化・省力化 

視点 3 除排雪体制の維持・安定化 

視点 4 雪対策における市民力の結集 

視点 5 雪対策に関する広報の充実 

この章では、重点施策ごとの、取組内容を 

示します。 
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 除排雪作業を工夫しながら限られた人員・体制においても、これまでの除雪水準の維

持を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

            幹線道路の除雪                       幹線道路の排雪 

 

   

(1)効果的な除排雪の推進 

安心・安全な冬期道路交通の確保 視点１ 

① 幹線道路の除排雪 

 取組内容  

除雪水準の確保に向け、気象予報や道路状況などを的確に捉え、計画的に除排雪を行います。

継続（表5-1、図5-1） 

朝の通勤・通学時に間に合わせる（明け方の降雪は除く）ため、夜間作業を基本とします。

継続 

明け方のまとまった降雪などにより、すべての道路の除雪を通勤・通学に間に合わせること

が困難な場合は、気象予報及びバス路線や交通量などの道路特性23を勘案したうえで、あら

かじめ優先的に対応する路線を定め、計画的に作業を行います。拡充 

バスの円滑な運行の確保に向け、市内のバス路線（国道を除く）の交通量・バス便数・道路

幅員などを勘案したうえで排雪の強化や、新雪除雪と拡幅除雪の連続作業を進めます。拡充

（図5-2） 

バスの運休情報を速やかに把握するなど、バス事業者との連絡体制を強化します。拡充 

交差点付近の交通渋滞緩和に向け、幹線道路と幹線道路の交差点の排雪を強化します。継続 

見通しを改善して自動車と歩行者の双方の安全を確保するため、幹線道路と生活道路の交差

点の排雪を強化します。拡充 

国道管理者と連携し、作業の効率化を図ります。継続 

23  【道路特性】 各々の道路が持つ幅員や交通量、機能、役割などのこと。 
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表 5-1 幹線道路（車道）の除雪水準 

種別 道路の機能 
目安となる 

形態 
圧雪厚 幅員確保基準 

主要 

幹線道路 

・都市間や都市内の主要拠点を連結 

6 車線 
3cm 以内 

（ワダチができない

程度） 

4 車線 

以上 
（概ね13m） 

右左折車が 

気にならない 

程度 

4 車線 
5cm 以内 

（ワダチができない

程度） 

3 車線 

以上 
（概ね9m） 

右折車が 

気にならない 

程度 

幹線道路 

・都市内の各地区や主要施設間の交

通を集約 

・日常生活圏（住区）の外郭を形成 

補助 

幹線道路 

・住区内交通を集約し、主要幹線・幹

線へ誘導 

・生活道路から幹線系道路へ接続 

・住区内の主要施設へのアクセス 

2 車線 
25cm以内 

（走行に支障のない

程度） 

1.5 車線 

以上 
（概ね4m） 

小型車との 

すれ違いが 

できる程度 

※除雪水準は、目標とする確保すべき「圧雪厚」と「幅員」などを示したものです。（但し、大雪時は除く） 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

  

　  車道
（４車線）

3車線以上（概ね9.0m）を確保
※右折車が気にならない程度

    車道
（4車線）

【厳冬期など】

歩道
（有効幅員2.0m以上）

歩道
（有効幅員２.0m以上）

除雪機械の幅
（1.3～1.5m）

【初冬期や初春期など】

圧雪厚5cm以内
※ワダチができない程度

歩行に支障とならない
路面状況を確保

圧雪厚3cm以内
※ワダチができない程度

　 車道
（6車線）

4車線以上（概ね13.0m）を確保
※右左折車が気にならない程度

【厳冬期など】

    車道
（6車線）

【初冬期や初春期など】
歩道

（有効幅員2.0m以上）

歩行に支障とならない
路面状況を確保

歩道
（有効幅員2.0m以上）

除雪機械の幅
（1.3～1.5m）

【「幹線道路」除雪水準のイメージ】 

・主要幹線道路 

・幹線道路 

【「主要幹線道路」除雪水準のイメージ】 
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【厳冬期など】

　 車道
（2車線）

【初冬期や初春期など】

  除雪機械の幅

（1.3～1.5m）

歩行に支障とならない
路面状況を確保

歩道
（有効幅員2.0m以上）

    車道
（2車線）

歩道
（有効幅員2.0m以上）

※歩道の確保を優先

圧雪厚２5cm以内

※走行に支障のない程度

1.5車線以上（概ね4.0m）を確保
※小型車とのすれ違いが出来る程度

・補助幹線道路 

【「補助幹線道路（歩道除雪を行う場合）」除雪水準のイメージ】 

【「補助幹線道路（歩道除雪を行う場合）」除雪水準のイメージ】 

【厳冬期など】

【初冬期や初春期など】

    車道
（2車線）

　 車道
（2車線）

（概ね5.5m）
小型車とのすれ違いできる程度

※車道の幅員確保を優先
　（歩道は雪の堆積スペース）

圧雪厚２5cm以内
※走行に支障のない程度

歩道
（有効幅員2.0m以上）

歩道
（雪のたい積スペース※）
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図 5-1 道路種別の概念図 

 

 

 

  

公園

⼩学校

幹線道路幹線道路

→

→

→→

補助幹線道路補助幹線道路

⽣活道路⽣活道路

主要幹線道路
主要幹線道路

図 5-2 新雪除雪と拡幅除雪の連続作業イメージ 
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生活道路の除雪 

 取組内容  

【除雪】 

除雪水準の確保に向け、気象予報や道路状況などを的確に捉え、計画的に除雪を行います。

継続（表5-2） 

今後、除雪従事者の減少が見込まれる中で、作業の省力化や間口の雪処理に係る市民の負担

軽減を図るため、実証実験や地域との意見交換などを行いながら、夜間作業を基本とする新

雪除雪に代わり、日中、間口の雪処理を行いながら、圧雪路面の整正作業を行う作業方法へ

の変更を検討します。新規 

道幅が狭く除雪機械が入れない道路の除雪は、地域の実態を把握したうえで、対応方法を検

討します。新規 

気温の上昇や季節外れの降雨による路面のザクザク対応に向け、気象予報の活用やパトロー

ルの強化などを図ります。拡充 

通行幅の改善に向け、効果的に拡幅除雪を実施します。継続 

② 生活道路の除排雪 
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種別 道路の機能 
目安となる 

形態 
圧雪厚 幅員確保基準 

生活道路 ・各宅地へアクセスする道路 

道路幅員 

8m以上 

10m未満 

30cm以内 
1車線＋歩

行空間以上 
（概ね3.2m） 

緊急車両が 

通行できる 

程度 

※除雪水準は、目標とする確保すべき「圧雪厚」と「幅員」などを示したものです。（但し、大雪時は除く） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表5-2 生活道路の除雪水準 

【「生活道路」除雪水準のイメージ】 

道路幅員8.0m以上10.0m未満

1車線＋歩行空間以上を確保（概ね3.2m）

【厳冬期など】

緊急車両が通行できる程度

道路幅員8.0m以上10.0m未満

【初冬期や初春期など】

※歩道は雪の堆積スペース

圧雪厚30cm以内
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現行のパートナーシップ 
排雪制度の断面 

地域の費用負担を抑えた 
実証実験の断面（例） 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

  
生活道路の排雪 

 取組内容  

【排雪】 

生活道路の排雪は、2つの支援制度（パートナーシップ排雪制度及び市民助成トラック制度）

により、地域と札幌市が協力して進めます。継続（支援制度は資-12ページを参照） 

パートナーシップ排雪制度は、実証実験などを行い、「地域の費用負担」と「残す雪の量」

の関係や問題点などを確認したうえで、費用負担を抑えた新たな選択肢を設けるなど、これ

までの制度を基本としつつ、制度運用の見直しを進めます。新規（表5-3） 

排雪支援制度の合意形成が得られない地域において、制度の理解や協力を促すチラシを配布

する際には、札幌市がチラシを作成するなどの支援を行います。拡充 

パートナーシップ排雪制度（日中作業が中心）の作業の効率化に向け、理解と協力が得られ

た地域では、交通量が少ない夜間作業への切り替えを進めます。拡充 

見通しの確保に向け、効果的に交差点排雪を実施します。継続 

② 生活道路の除排雪 

これまでより厚く残す

これまでと同じ

排雪対象部分

道路幅員８ｍ

排雪幅：６ｍ程度

残雪厚：10cm程度

排雪対象部分

道路幅員８ｍ

表 5-3 パートナーシップ排雪制度の排雪断面 
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 取組内容  

小学校の通学路に指定されている道路については、児童の安全確保に向け、歩行空間を確保

する新雪除雪を基本とし、道路状況などに応じて拡幅除雪や小学校周辺の交差点排雪を行い

ます。継続（通学路の定義や基準は、資-9ページを参照） 

小学校の通学路に指定されている道路のうち、通行する児童が多く、冬期間において歩道が

確保されていない場合は、歩行空間確保に向け道路状況などに応じて排雪を行います。継続 

児童の安全確保については、スクールゾーン実行委員会 24などと連携して安全啓発を行うと

ともに、雪体験授業 25での危険マップの作成など、事故防止に向けた様々な取組を進めます。

継続（図5-3） 

③ 通学路の安全確保 

24  【スクールゾーン実行委員会】 PTA、小学校教諭、各町内会、交通安全に関わる団体、関係する行政機関などがメンバーとなり、子どもの交通

事故防止を 重点に交通安全上の教育、環境整備、街頭指導などに関する諸施策を推進することを目的として設立されている組織。 
25  【雪体験授業】 小学生を対象とした、砂入りペットボトル作製や除雪機械試乗など、除雪に関する出前授業 26 に各種体験学習を併せた総合学

習。 
26  【出前授業】札幌市職員が要望に応じて小学校などに出向き、市の施策に対する理解を深めてもらうための取組。 

作業前 

 

作業後 

横断歩道の信号が青にな

っても、車がスリップして止

まれないかもしれない

よ！ 

雪山が高く信号がな

い道、危険がいっぱ

いなので注意しよ

う！ 

つるつる路面に注意 

要チェック 

車がすごいスピードで

走っていくので要注意 

通学路の排雪前後 

図 5-3 雪体験授業（危険マップの作成） 
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表 5-4 歩道の除雪水準 

種別 目安となる形態 管理 幅員確保基準 

歩 道 
有効幅員 

2m 以上 

歩行に支障とならない 

路面状況を確保 

機械の幅 

（1.3～1.5m） 
人がすれ違いできる程度 

※除雪水準は、目標とする確保すべき「幅員」などを示したものです。（但し、大雪時は除く）。 

 

 

  

 取組内容  

除雪水準の確保に向け、気象予報や道路状況などを的確に捉え、計画的に除雪を行います。

継続（表5-4） 

朝の通勤・通学時に間に合わせる（明け方の降雪は除く）ため、夜間作業を基本とします。

継続 

明け方のまとまった降雪などにより、すべての歩道の除雪を通勤・通学に間に合わせること

が困難な場合は、気象予報及び歩行者が多いなどの道路特性を勘案したうえで、あらかじめ

優先的に対応する路線を定め、効果的に作業を行います。拡充 

④ 歩道の除雪 

歩道の除雪 
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表 5-5 車道の路面管理基準 

 

 

 

 

(2)凍結路面対策の推進 

〈道路種別などに応じた散布〉 

札幌市では、道路種別や道路勾配などに応じて「凍結防止剤」と「滑り止め材（砕石）」を使

い分けて散布しています。また、天候の急変などにより、部分的に非常に滑りやすい路面が発生

した場合には、緊急対応として滑り止め材などの散布を行います。 
 

   

 

① 道路種別に応じた路面管理 

 取組内容  

車道の路面管理基準の確保に向け、除雪作業と連動した効果的な凍結防止剤の散布や、気象

条件に応じた計画的な散布を行います。継続（表5-5） 

滑りやすい路面による交通渋滞の緩和や交通事故の抑制に向け、道路種別などに応じて凍結

防止剤等の散布を強化します。拡充 

幹線道路（凍結防止剤） 山間部の生活道路（滑り止め材） 
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② 歩道の歩行環境の改善 

 取組内容  

歩行環境の改善に向け、歩道の幅員や通行量などに応じて、除雪作業や滑り止め材などの計

画的な散布を行います。継続 

つるつる路面による転倒者の抑制に向け、救急搬送人員が多いエリアを中心に、横断歩道部

などの凍結路面対策の強化を進めます。新規 

ウインターライフ推進協議会27との連携により、つるつる路面の状況を把握し、必要に応じ

た滑り止め材の散布を行います。新規 

研究機関などと連携し、新たな凍結路面対策に関する技術的な検討を行います。新規 

③ ロードヒーティングによる路面管理 

 取組内容  

現在稼働しているロードヒーティングは、施設の維持を基本としつつ、除雪や凍結防止剤の

散布強化などにより安全性の確保が可能な場合には、路面管理手法の変更（ロードヒーティ

ングの停止）の検討を行います。継続 

ロードヒーティングの稼動には多額のコストが必要なため、エネルギーの転換や民間技術の

動向を把握したうえで、安価な熱源の活用に向けた検討を進めます。新規 

交通量の多い急な坂道などに設置しているロードヒーティングの維持に向け、点検による損

傷の把握や予防的な補修を進め、施設の維持にかかる費用の縮減を図ります。継続 

歩道（滑り止め材） 

ロードヒーティング 

27 【ウインターライフ推進協議会】有識者、民間企業、研究機関、行政機関などが、冬を活動的に過ごせるような環境づくりを通して地域社会へ

貢献することを目的に、冬みちの転倒防止活動などに関する情報発信や普及啓発を行う団体。 
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表 5-6 初冬期の大雪時の対応 

 対応内容 

除排雪作業 ・土木工事などを一時中断し、必要な機材・人材を可能な限り除排雪作業へ動員 

雪対策施設 ・雪堆積場の早期開設 

・運搬距離の短い融雪施設 29の早期開設 

 

 

 

  

(3)大雪に備えた体制の確保 

① 「大雪時の対応指針」を基本とした体制の確保 

 取組内容  

大雪時における除排雪の体制や具体的な行動計画などを定めた「大雪時の対応指針」に基づ

き、大雪時は、全庁的に情報共有を図りながら、迅速かつ適切に対応します。継続 

大雪時の対応指針に基づき、過年度 大搬入量に相当する雪堆積場の搬入量を確保します。

継続 

初冬期の大雪時に対応するため、早い段階における除排雪体制の確保や雪対策施設 28の運用

などを、関係課が連携して臨機な対応を行います。拡充（表5-6） 

局地的な大雪時への対応として、担当地区を越えて必要な機材（除雪機械やダンプトラック）

や人材を応援する体制を維持します。継続 

② 大雪に備えた情報発信 

 取組内容  

札幌管区気象台が発表する大雪警報や暴風雪警報時において、スムーズに作業が行えるよ

う、広報媒体を活用し市民への注意喚起を図ります。拡充 

大雪による混乱などを 小限に抑えるため、市民に加え外国人を含む観光客などの市内滞在

者を対象に、関係部局と連携し、大雪や急激な気象の変化などの際に取るべき行動を取りま

とめ、幅広い周知を進めます。新規 

28 【雪対策施設】 雪堆積場、流雪溝、融雪施設、ロードヒーティングなど、雪を堆積したり、融かしたりするための施設。 

29 【融雪施設】 下水処理水や清掃工場の余熱で温められた水などを利用して運搬排雪された雪を融かすための施設。 

札幌市公式 Twitter 
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 持続的に除排雪作業を進めるため、ICTなどの先進技術を活用し、作業の効率化や省力化を進め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)作業の効率化・省力化による生産性の向上 

視点２ 

① 作業の効率化・省力化 

 取組内容  

除雪機械の多くは、2人乗りで運転手と助手で作業などを行いますが、除排雪体制の維持に

向け、新たに安全対策を施した1人乗りの除雪機械の導入などを進めます。新規（図5-4） 

ダンプトラックの運搬距離の低減や台数の縮減に向け、ICTを活用して排雪現場から 適な

搬入先を選定し、効率的な運用を進めます。新規 

除雪機械の効率的な運用に向け、GPS端末を活用して取得した情報をもとに1台あたりの作

業距離の 適化を図るなど、必要台数の縮減を図ります。新規 

研究機関などと連携し、気象・道路・交通状況などのビッグデータ30を活用して、 適な作

業判断を支援するシステムの検討を行います。拡充 

産学官が連携して除雪現場の省力化に関する様々な活動を検討する「i-Snow31」（事務局：

北海道開発局）に参画し、ICTなどの先進技術の共有を図り、今後の札幌市の雪対策に活か

します。継続 

30  【ビッグデータ】ICT の進展により生成・収集・蓄積等が可能・容易になった、多種多量で、各データを連携させることで事業に役立つ知見を導

き出すことができるデータ。 

31 【i-Snow】 除雪現場の省力化による生産性・安全性の向上に関する取組プラットフォームの通称。 

図 5-4 １人乗り除雪機械の導入イメージ 
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(2)雪対策施設の安定的・効率的な運用 

① 雪堆積場 

 取組内容  

雪堆積場は、過年度 大搬入量を維持しつつ、効率的な排雪作業を行うため、雪堆積場の利

用実態などを把握したうえで、市民用と市専用の適正な配置や運用方法などの見直しを進め

ます。拡充 

雪堆積場は、公共用地の活用を基本とするものの、不足分は民有地を活用します。継続 

市街地近郊の雪堆積場の確保に向け、新たに活用可能な土地の選定や、民活型雪堆積場 32の

提案要件の見直しを行います。拡充 

民有地を活用した雪堆積場のうち、利便性の高い雪堆積場は、土地所有者との合意により、

複数年利用が可能な制度の導入に向けた検討を行います。新規 

公共用地を活用した雪堆積場のうち、利便性が高い雪堆積場は、公共用地管理者と恒久的な

利用に向けた協議・調整を行い、安定的に活用します。拡充 

② メリハリのある幹線道路の管理 

 取組内容  

幹線道路は、気象と除排雪作業が交通に与える影響等を分析し、交通量や都心部と郊外部な

どの道路特性に応じて、メリハリをつけた除排雪を行います。拡充 

雪堆積場 

32 【民活型雪堆積場】 民間事業者から民有地の活用提案を受け、札幌市で審査を行なった結果、開設することとした雪堆積場。 
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■雪処理施設の概要 

〈流雪溝〉 

道路下に設置された流雪溝本体に大量の下

水処理水や河川水を送水し、道路上の投雪口か

ら沿線住民が投雪作業を行い、水の流れを利用

して雪を流す施設です。 

 

 

 

 

 

 

〈融雪管〉 

合流式下水道の水質改善を目的とする雨水

貯留管に、冬期間は下水処理水を送水して融雪

管として活用するものです。 

 

 

 

 

  

② 雪処理施設 

 取組内容  

雪処理施設の維持に向け、点検による損傷の把握や予防的な補修を進め、施設の維持にかか

る費用の縮減を図ります。継続 

ダンプトラックの運搬距離の低減や台数の縮減に向け、新川融雪槽の能力向上につながる改

修を行うとともに、新たな雪処理施設の整備の可能性について検討を進めます。新規 

沿線住民の協力が少ないなど利用率の低い流雪溝は、利用率の高い地域のノウハウを共有す

るなど、管理運営協議会33と連携して利用を促します。拡充 

雪の処理能力に余裕のある流雪溝は、札幌市の排雪作業で活用するなど、更なる有効活用策

を検討します。拡充 

33 【管理運営協議会】 流雪溝ごとに管理運営を行うため、地域の方々を中心とし設立された組織。 
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〈融雪槽〉 

冬期間は利用しない雨水滞水池などにダン

プトラックから雪を投雪して融かす施設で、そ

の熱源としては、下水処理水などが用いられて

います。 

 

 

 

 

〈下水道管投雪施設〉 

既設下水道管きょに投雪口および水深確保

用せきなどを設置し、ダンプトラックにより

運ばれてきた雪を管きょ内に投入し、未処理

下水の持つエネルギーにより融かす施設で

す。 

 

 

 

 

〈地域密着型雪処理施設〉 

地域の雪は地域で処理することを目的とし

て、公園などのオープンスペースに雪を一時

的に堆積し、近接した既設下水道管きょに投

雪口を設置して、未処理下水の持つエネルギ

ーにより雪を融かす施設です。 
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(3)地域内雪処理の推進 

① 民有地の活用 

 取組内容  

地域と連携して、民有地などを雪置き場として活用できる仕組みを検討します。新規 

新雪除雪や路面整正作業において交差点などに寄せていた雪の搬入先として、民有地の活用

を検討します。新規（図5-5） 

図 5-5 民有地などを活用した雪置き場 
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② 公共用地の活用 

 取組内容  

地域と札幌市で利用のルールを定めたうえで、公園を地域の雪置き場として活用します。 

継続（図5-6） 

公園の再整備（リフレッシュ工事など）を行う際には、地域の意向や公園が持つ様々な機能

に配慮しながら、雪堆積スペースとしての活用も考慮した公園づくりを進めます。新規 

利用条件を満たした学校のグラウンドや敷地は、通学路から排雪される雪の置き場として活

用を進めます。継続（図5-7） 

公共用地を活用して、周辺への影響に配慮しながら新雪除雪や路面整正作業において交差点

などに寄せていた雪を搬入します。新規 

雨水貯留池などの一定規模の公共用地については運搬排雪の雪置き場として活用を進めま

す。継続（図5-8） 

図 5-7 学校グラウンドの活用 図 5-8 雨水貯留池の活用 

[冬の雪入れ] 

[春の清掃] 

図 5-6 地域の雪置き場として活用する
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 企業の経営の安定化に資する取組や労働環境の改善、人材の育成を支援し、除排雪体制の維持

安定化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)経営の安定化につながる取組の推進 

視点３ 

〈道路維持除雪業務の業務形態〉 

道路維持除雪業務は、夏と冬の業務を市内23地区に分けて通年で実施します。 

 

 

夏の業務 冬の業務 

・道路の維持補修 

・道路のパトロール 

・道路の草刈 など 

・道路の除排雪 

・雪堆積場の管理 

・凍結路面の対策 など 

 

① 道路維持除雪業務の継続 

 取組内容  

道路維持除雪業務は、現在の業務形態を基本として今後も継続します。継続（表5-7） 

国や他の自治体の動向を注視し、札幌市除雪事業協会 34などの関係団体と意見交換を行いな

がら、経営の安定化につながる発注方法などの検討を行います。継続 

34 【札幌市除雪事業協会】 札幌市の道路維持除雪業務や雪堆積場管理業務に携わっている企業の団体。 

表 5-7 主な夏と冬の業務内容 
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② 除排雪作業に必要な人材の確保 

 取組内容  

札幌市の除雪事業に参画する企業を対象に、企業の紹介や求人情報を幅広く周知するなどの

支援策を進めます。新規 

女性の除雪従事者の労働環境や働きやすさの向上につながる取組を支援します。継続（図5-

9） 

建設業で活躍する女性が増えるよう、土木系の学科に所属する女子学生を対象にした見学会

などを開催します。継続 

国や北海道などが実施する建設業の人材確保に向けた支援事業を取りまとめ、情報発信を進

めます。新規 

建設業に就職を希望する人を対象とした合同企業説明会を開催するなどの支援策を検討し

ます。新規 

除雪オペレーターの運転免許取得にかかる費用の一部を助成します。継続（図-5-10） 

除雪従事者の仕事へのやりがいや魅力向上に向け、除雪従事者への感謝の声を届けるととも

に、除雪作業のやりがい・市民生活への貢献などの情報を、幅広く市民に発信します。拡充

交通誘導員などを含めた除雪従事者の確保や、ダンプトラックなどを含めた除排雪に必要な

機械の確保に向け、運送事業者や関係団体との情報共有の充実を図るとともに、効果的な取

組を進めます。継続 

図 5-10 建設業人材確保・育成支援事業 
パンフレット 

（除雪オペレーターの資格取得をサポート） 

図 5-9 女性の従事者の労働環境の向上につながる取組 

建設業人材確保・育成支援事業（女性の働きやすさをサポート） 

女性の作業服・安全帯・ヘルメットなどの装備品購入費の一部を助成 
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〈企業の保有・更新が難しい除雪機械〉 

         
除雪グレーダ                        除雪トラック 

 

      
小型ロータリ                      凍結防止剤散布車 

              

 

〈企業が保有しやすい除雪機械〉 

         

タイヤショベル                           大型ロータリ 

③ 除排雪作業に必要な機材の確保 

 取組内容  

除雪機械のうち、企業で保有・更新が難しい機種は、必要台数の確保に向け、札幌市が計画

的に調達を進めます。継続（図5-11） 

除雪機械のうち、企業が保有する除雪機械の更新を支援する取組などを行います。新規 

図 5-11 除雪機械 
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<ICT を活用した提出書類の電子化> 

 

 

 

〈効果〉 

・道路固有の情報を共有化することで、これまでエリア毎に固定化することが多かった除雪オペレーターの交

替が容易になり、長時間労働の是正や定期的な休暇の確保のほか、経験の少ない除雪オペレーターの育成

などが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

  

(2)除雪従事者の定着・育成支援 

① 労働環境の改善 

 取組内容  

作業の均質化を図ることで、除雪オペレーターの交代（休日確保や育成）が可能な環境づく

りを進めるため、ICTを活用したナビゲーションシステム 35の導入により、除雪車の作業経

路や障害物の情報等の共有を図ります。新規（図5-12） 

除雪オペレーターの労働時間の短縮に向け、これまで手作業で作成していた作業日報などの

提出書類について、ICTを活用した電子化を図ります。新規（図5-13） 

冬期間、24時間体制で行っている除雪センターの電話対応を、ICTを活用した電話対応記録

の一元管理などを見据えたうえで、段階的にコールセンターへの移行を検討します。新規 

国が掲げる「働き方改革」を進めるため、警報が発表されるなどの大雪時を除き、除雪従事

者が定期的に休暇を取得できるような仕組の検討を進めます。新規 

35 【ナビゲーションシステム】 作業経路や障害物などの情報を、地図上に表示及び音声アナウンスするシステム。 

図 5-12 ナビゲーションシステム 
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〈効果〉 

・これまで手作業で作成していた除雪作業日報の電子化が可能となり、事務処理にかかる労力の軽減が見込ま

れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 5-13 ICT を活用した提出書類の電子化 
GPSを活用して取得した除雪機械の作業情報を基に、 

作業日報等の提出書類を自動作成するシステム 
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〈除雪機械実技研修会〉 

札幌市除雪事業協会と連携し、経験の少ない除雪オペレーターがベテランの除雪オペレ

ーターから除雪機械の操作技術の指導を受けられる研修を行います。 

    
図 5-14 除雪機械実技研修会の開催状況 

 

〈夏期除雪機械機種別取扱講習会〉 

    冬に限らず夏においても、除雪機械の操作技術を学べる研修を行います。 

    

図 5-15 夏期除雪機械機種別取扱講習会の開催状況 

 

  

② 育成支援の充実 

 取組内容  

除雪作業経験の少ない除雪オペレーターの育成を支援するため、冬に限らず夏においても、

除雪機械の操作技術を学べる研修を行います。拡充（図5-14、図5-15） 

除雪車の運転技術や知見を継承するため、各種団体と連携し、次世代の指導者を育成すると

ともに、ICTを活用して技術の伝承や統一化を図ることを検討します。新規（図5-15） 
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 地域レベルの除雪に取り組む地域団体やボランティア企業の活動を支援し、地域の除雪力の向

上を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(1)市民と行政との協働の推進 

視点４ 

市民と行政の役割 

 取組内容  

雪対策に対する市民ニーズが年々高まる一方、限られた体制や予算のもとで、将来にわたり

雪対策を安定的に行うため、札幌市は除雪作業（かき分け除雪）を行い、市民は玄関前や車

庫前などに寄せられた雪の処理を行うなど、市民と行政の役割を明確化し、協力体制を構築

します。拡充（図5-16） 

生活道路の排雪は、2つの支援制度（パートナーシップ排雪制度及び市民助成トラック制度）

により、地域と札幌市が協力して進めます。継続【再掲52㌻】 

パートナーシップ排雪制度は、実証実験などを行い、「地域の費用負担」と「残す雪の量」

の関係や問題点などを確認したうえで、費用負担を抑えた新たな選択肢を設けるなど制度運

用の見直しを進めます。新規【再掲52㌻】 

排雪支援制度の合意形成が得られない地域において、制度の理解や協力を促すチラシを配布

する際には、札幌市がチラシを作成するなどの支援を行います。継続【再掲52㌻】 

歩道や横断歩道での転倒事故防止のため、地下鉄や JR 駅周辺など、人通りの多い交差点を

中心に砂箱の設置や散布の頻度を増やすなど、市民・企業・札幌市の協働による砂まき活動

を強化します。拡充 

除雪ボランティアを行う団体などへの支援として、小型除雪機や除雪用具の貸出などを行い

ます。拡充 

家庭用の融雪施設 36を設置する市民を対象とした「融雪施設設置資金融資あっせん制度」に

より、間口の雪処理への支援を行います。継続 

地域と札幌市で利用のルールを定めたうえで、公園を地域の雪置き場として活用します。 

継続【再掲63㌻】 

36 【家庭用の融雪施設】 間口や宅地内の雪を処理するために設置される固定式の融雪槽（機）またはロードヒーティング。 
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除雪 

市民：間口の雪処理 
行政：かき分け除雪 

除雪支援 

市民：高齢者宅や消火栓 

周りの除雪 
行政：除雪用具の貸出 

雪置き場（公園） 

市民：雪の搬入、 

春の清掃 
行政：公園利用の調整 

転倒事故防止 

市民：砂まき、 

春の清掃 
行政：砂箱の設置 

除雪支援 

市民：高齢者宅の除雪 
行政：小型除雪機の貸出 

排雪（生活道路） 

市民：費用の負担、 合意形成 
行政：費用の負担、作業の調整 

雪置き場（民有地） 

市民：雪の搬入、夏場の草刈、 

所有者との調整 
行政：所有者の確認、調整 

図 5-16 市民と行政の役割 
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表 5-8 地域・企業・学校を対象とした支援策 

支援策 対象 

・小型除雪機の貸出 地域・企業 

・除雪用具の貸出 地域・企業・学校 

・小型除雪機の購入費用の一部補助 地域・企業 

・実施企業の活動紹介やインセンティブ37の導入 企業・学校 

・活動に必要なノウハウの紹介や地域とのコミュ
ニケーションの場の提供 

企業 

 

 

  

(2)除雪ボランティア活動の取組強化 

① 除雪ボランティア活動の推進 

 取組内容  

福祉除雪事業は、担い手の確保に努め、事業を維持します。継続 

福祉除雪事業の対象とならない除雪ニーズについて、「ボランティアに参加したい企業・団

体」と「ボランティアを必要とする人」のコーディネートを行い、ボランティアの拡大につ

なげる取組を進めます。拡充（図5-17） 

除雪ボランティアを行う団体等への支援として、小型除雪機や除雪用具の貸出などを行いま

す。拡充【再掲70㌻】（表5-8、図5-18、図5-19） 

町内会活動への支援として、更なる支援に向けた検討を進めます。新規 

図 5-17 企業が行う除雪ボランティア 

37 【インセンティブ】 動機付けとして、例えば、クラブ活動を行っている学校には、運動用具（ボール１ケースなど）を与えること。 
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② 担い手確保に向けた情報発信 

 取組内容  

将来にわたり福祉除雪事業など除雪ボランティアの担い手を安定的に確保するため、マスメ

ディアや効果的な媒体などを活用して募集情報などを発信します。拡充 

地域内での高齢者などへの除雪ボランティア活動の普及に向けて、ホームページや冬のくら

しガイドなどの様々な媒体を活用し、除雪ボランティア活動の事例紹介や担い手への感謝の

声などを発信します。新規（図5-20） 

図 5-18 支援策（除雪用具の貸出）を活用した 

大学生の除雪ボランティア 

図 5-19 支援策（小型除雪機の貸出）を活用した 

企業の除雪ボランティア 

図 5-20 札幌市ホームページでの 

除雪ボランティア活動の紹介 
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(3)歩く人に優しい冬のみちづくり 

① 砂まき活動の推進 

 取組内容  

歩道や横断歩道での転倒事故防止のため、地下鉄や JR 駅周辺など、人通りの多い交差点を

中心に砂箱の設置や散布の頻度を増やすなど、市民・企業・札幌市の協働による砂まき活動

を強化します。拡充【再掲70㌻】（図5-21、5-22） 

砂まき活動に対する意識付けを図るため、砂まき体験を盛り込んだ出前講座などを開催しま

す。新規 

砂まき協力企業の拡大に向け、活動状況のPRを行います。拡充 

図 5-21 砂箱 図 5-22 横断歩道への砂まき 
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② 冬期の安心・安全への意識向上 

 取組内容  

ウインターライフ推進協議会など他の団体と連携し、冬みちでの転倒防止活動を進めます。

継続 

観光客や冬みちに不慣れな人でも分かるよう、転倒や落雪など、冬のリスクに対して身を守

るための留意点をとりまとめ、広く周知します。新規 

転倒防止パンフレット（4 カ国語）を
作成し観光案内所などで配布 

(出典：ウインターライフ推進協議会) 

つるつる路面で転ばんための web サイト「つるばん」による
つるつる路面情報の提供 

(出典：ウインターライフ推進協議会)
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 市民が快適な冬を過ごせるよう、幅広い市民が冬のルールやマナーなどの理解につながる広報

を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5-9 冬のルール・マナー 

ルール・マナー 内 容 

■守ること 

※根拠法令・条例
は、資-14 から
資-16 を参照 

 

・敷地内から道路へ雪出しをしない 

・除雪作業の妨げとなる路上駐車をしない 

・作業の支障となる物（車歩道の段差解消ブロックなど）を道路に置かない 

・河川に投雪をしない 

・マンホールや雨水桝に投雪をしない 

・バスレーン（専用・優先）において通行帯違反、駐停車違反をしない 

・屋根からの落雪などによる危険を防ぐ（屋根の雪止め設置や雪下ろし等） 

・スパイクタイヤを装着しない 

・雪堆積場の利用にあたっては、過積載はしない、ごみの混入はしない、安全運
転などに留意する 

■協力すること ・除雪作業で玄関前や車庫前などに寄せられた雪の処理 

・道路上の雪を積むときは車道を狭めない 

・作業中の除雪車に近づかない 

・深夜・早朝の除雪作業への理解 

・除雪作業の支障になるため、ごみは住んでいる地区の決められた収集日当日
の朝、8 時 30 分までに出す 

・砂まき活動への参加 

■取り組むこと ・敷地内での雪処理（融雪槽の設置や雪置き場の確保等） 

・マイカーから公共交通機関への転換 

・冬期の運転マナーの励行 

・企業や個人が歩道に設置したロードヒーティングの稼働 

  

(1)冬の暮らしに関する広報 

視点５ 

① 冬のルール・マナー 

 取組内容  

円滑な交通の確保・快適な生活環境づくり・作業の効率化や除雪従事者の負担軽減などに向

け、「冬のルール順守」や「マナーの向上」につながる情報を広く市民に周知します。拡充

（表5-9） 
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■雪体験授業 

将来のまちづくりを担う子ども

たちが、札幌の雪対策や冬の暮ら

しに関心を持ち、除雪作業への理

解が浸透するよう、雪に関する出

前授業や体験学習からなる雪体験

授業を行います。 

 
 
 
 
■ニューズレター（雪学習NEWS） 
の発行 

雪学習NEWSは、「雪と闘う」

「冬休みの自由研究」「冬を生き

抜く」など、さまざまなテーマで

発行します。 

② 冬の暮らしに関する教育の推進 

 取組内容  

そり遊びや雪像づくり、除雪のお手伝いなど、子どもたちが自発的に雪と触れ合う文化を創

造する取組を進めます。継続 

雪に親しむ活動や雪国ならではの文化を学ぶ機会として、幼稚園・小学校・中学校などを対

象に、雪体験授業を行います。拡充 

小学校における雪に関する学習について、各教科・領域の内容とのつながりを持たせ、授業

の充実を図ります。拡充 

小学校で行う雪に関する授業を支援するため、市立小学校の全教諭を対象に、雪に関する話

題提供としてニューズレター（雪学習NEWS）を定期的に発行・配布します。継続 

教諭などからなる札幌雪学習プロジェクトチーム 38を中心に、雪に関する授業に活用しやす

いように、指導案、副読本 39、ワークシート40や写真素材などを含めた教材の雪学習パッケ

ージ 41の開発を行います。継続 

38 【札幌雪学習プロジェクトチーム】 札幌雪学習の全市的な展開を目標として、札幌市雪対策室を事務局に、市教育委員会職員、小学校 
教諭、各区土木センター職員により構成されたプロジェクトチーム。既存プログラムの評価や学習パッケージの検討、研究授業の実践、ニ 
ューズレターの発行などを行う。 

39 【副読本】 授業で教科書に準じて用いられる補助的な図書。 
40 【ワークシート】 授業における学習内容を記録するための用紙。 
41 【雪学習パッケージ】 小学校教諭が雪に関する授業に活用しやすいように、指導案、および指導案に沿った副読本や写真素材などを含 

めた教材（ツール）をセット化したもの。 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的や用途に応じた情報発信 

  

(2)多様な手法を活用した効果的な広報・啓発 

① 情報発信型の広報 

 取組内容  

雪対策や市民に有益な冬の暮らしに関する情報などを、子どもからお年寄りまで幅広く市民

に周知するため、様々な広報ツールを複合的に活用して発信します。拡充 

42 【SNS（Social Networking Service）】 インターネット上でのメッセージのやりとりなどを通じて、人と人との交流を広げていくサービス。 

43 【デジタルサイネージ】 映像表示装置とデジタル技術を用いた広告媒体。 

42 

43 
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図 5-23 出前講座 

 

図 5-24 地域懇談会 

 

 

 

     

図 5-25 雪と暮らすおはなし発表会 

 

  

② 参加型の広報 

 取組内容  

疑問を解決することで雪対策への理解や協力につなげるため、出前講座や地域懇談会など、

地域と札幌市が直接意見交換を行う場を設けます。継続（図5-23、5-24） 

普段見ることのできない除排雪作業の技術や苦労などを知ってもらい作業への理解や協力

につなげるため、見学会などを開催します。継続 

冬の暮らしに興味や関心を持つことで雪対策への理解や協力につなげるため、雪と暮らすお

はなし発表会など、子どもたちが雪について学び、雪に関して学んだことを発表するイベン

トを開催します。継続（図5-25） 
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図 5-26 合同パトロールの実施状況 

 

 

 

  

〈作業への理解促進〉 

・除雪車に名札を設置 

・作業員が統一ウェア着用 

・作業中を示す旗やコーンを設置 

  

③ 行動型の啓発 

 取組内容  

地域や警察と連携し、悪質な路上駐車の違反者に対して、合同パトロールや実効性のある対

応を進めます。拡充（図5-26） 

道路への雪出しによる交通事故の防止や交通渋滞の解消に向け、パトロールや指導などを専

門に行う「雪パト隊」の設置を検討します。新規 

作業への理解や協力を促すため、除雪機械や作業員が札幌市の作業であることが一目で分か

る改善や工夫を進めます。新規（図5-27、5-28） 

図 5-27 除雪地区名入り安全ベスト 図 5-28 除雪地区名入り標識 
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計 画 の ポ イ ン ト 
 

１ 計画の基本的な考え方 

  社会環境が大きく変化する状況の中であっても、雪対策が抱える課題に対応し、市民の皆

さんが将来にわたり安心して安全に冬を過ごせるよう、「安心・安全で持続可能な冬の道路環

境の実現」を目指すべき将来として設定します。 

  目指すべき将来の実現に向けては、以下の5つを視点と定めます。 

 

   ・視点１ 安心・安全な冬期道路交通の確保 

   ・視点２ 除排雪作業の効率化・省力化 

   ・視点３ 除排雪体制の維持・安定化 

   ・視点４ 雪対策における市民力の結集 

   ・視点５ 雪対策に関する広報の充実 

 

 

 

２ 計画の主な取組 
 

取組の視点 重点施策 

視点１ ・幹線道路におけるバス路線の除排雪強化【拡充】 

・生活道路における作業の省力化や間口処理の負担軽減に向けた除雪

方法の検討【新規】 

・パートナーシップ排雪制度における費用負担減の選択制新設などの
運用の見直し【新規】 

視点２ ・安全対策を施した１人乗り除雪機械の導入【新規】 

・ICTを活用した 適な搬入先選定による効率化【新規】 

・新川融雪槽の能力向上につながる改修【新規】 

視点３ ・ICTを活用した提出書類の電子化による労働時間の短縮【新規】 

・除雪センターにおける電話対応のコールセンターへの段階的な移行
の検討【新規】 

視点４ ・ボランティア活動の拡大につながる取組の推進【拡充】 

 

視点５ ・情報発信における様々な広報ツールの複合的な活用【拡充】 
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資料編 

1. 雪対策の指標 

2. 市民意識調査の結果（札幌市の施策・事業につ

いて） 

3. 札幌市次期冬のみちづくりプラン検討委員会 

4. パブリックコメントの実施 

5. 通学路の定義や基準 

6. 生活道路の排雪支援制度 

7. 道路種別ごとの路面管理基準と路面水準 

8. マルチゾーン除雪 

9. 冬の暮らしに関係する根拠法令・条例 

 



 

資-2 

1-1 累計降雪量と 深積雪 

2009 年度から 2017 年度の札幌市の累計降雪量44は、各年でバラツキがあり、 大で 256cm の

差があります。 

 

図 2009～2017 年度及び平年値の累計降雪量（11～3 月）と 深積雪 

 

 

 

1-2 各年の月ごとの累計降雪量 

月ごとの累計降雪量は、近年、11月が増加傾向にあります。 

 

図 2009～2017 年度の月ごとの累計降雪量 

 

 

                                                                                                                                             
44【累計降雪量】 累計降雪量の値は、札幌管区気象台における 11月から 3 月の当日朝9時までの前24 時間降雪量。 
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資料編

 

 

1-3 日降雪量 10cm 以上及び 20cm 以上の発生日数 

2009年以降、10cm以上のまとまった降雪が発生した日数は、ひと冬に15日程度発生しており、

20cm以上の降雪が発生した日数は、4日程度発生しています。 

 

図 2009～2017 年度の日降雪量 10 ㎝以上及び 20cm 以上の発生日数 

 

 

1-4 道路管理延長と除雪延長 

2017年時点の札幌市の除雪延長は、札幌市が管理する道路延長5,514kmに対して、5,426kmと

なっており、除雪率は98.4％となっています。 

 

図 札幌市の道路管理延長と除排雪延長 
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2-1 よくやっていると思うもの 

札幌市の施策・事業に関する市民意識調査（2015～2017年）では、「除雪に関すること」につ

いて約4割が「よくやっていると思う」と回答しています。 

 

 

図 市民意識調査結果（2015～2017 年） 

札幌市の取り組みについて、「良くやっていると思う」 ※上位 5 位 

 

 

2-2 力を入れてほしいと思うもの 

札幌市の施策・事業に関する市民意識調査（2015～2017年）では、「除雪に関すること」につ

いて7割以上が「力を入れてほしいと思う」と回答しています。 

 

図 市民意識調査結果（2015～2017 年） 

札幌市の取り組みについて、「力をいれてほしいと思う」 ※上位 5 位 
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資料編

本計画の策定にあたり、今後の雪対策のあり方を検討するため、有識者や様々な事業者の代表者、

市民委員など17名で構成する「札幌市次期冬のみちづくりプラン検討委員会」を設置しました。 

 

3-1 札幌市次期冬のみちづくりプラン検討委員会 委員名簿 

 

（敬省略、所属等は在職当時） 

氏名 所属等 備考 

高野 伸栄 北海道大学 公共政策大学院 院長 委員長※２ 

赤城 由紀 札幌国際大学 人文学部 准教授 副委員長※１ 

高橋 尚人 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 総括主任研究員 ※２ 

西原 英二 公益社団法人 北海道トラック協会 常務理事 ※２ 

瀧田 修 

今 武 

札幌地区バス協会 事務局 

（2017 年 5 月 退職により交代） 

※２ 

伊藤 芳雄 一般社団法人 札幌ハイヤー協会 常務理事 ※２ 

大竹 實 栄西連合町内会 会長 ※１ 

柴田 未江 特定非営利活動法人 札幌オオドオリ大学 ※１ 

渡辺 裕子 公益社団法人 札幌消費者協会 理事 ※１ 

近藤 久江 公益社団法人 札幌市身体障害者福祉協会 副会長 ※１ 

柏 浩文 社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 地域福祉課長 ※１ 

高橋 唯之 札幌市ボランティア連絡協議会 会長 ※１ 

乳井 文夫 札幌市除雪事業協会 会長 ※１ ※２ 

徳差 英憲 豊平区東地区除雪センター センター長 ※２ 

佐藤 圭祐 一般公募 ※１ 

髙田 安春 一般公募 ※１ 

日沖 智子 一般公募 ※１ 

※１ 市民力を結集した取組の推進部会 兼任 

※２ 除排雪体制の確保部会 兼任 

 

  

3. 札幌市次期冬のみちづくりプラン検討委員会 
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3-2 検討委員会・部会の開催経緯 

検討委員会及び部会を下記日程で開催しました。なお、各会議の内容については、会議資料と共に、ホー

ムページで公開しました。 

 

(1) 検討委員会の開催経緯 

検討委員会 

回 日時 会場 主な議題 

第 1 回 
2016.10.18（火） 

13：00～15：30 

わくわくホリデーホール 

2 階第 1 会議室 

○現行計画の概要及び検証結果  

○次期計画に向けた課題の整理及び情報提供 

○今後の方向性 

第 2 回 
2017.1.31（火） 

13：30～16：00 

わくわくホリデーホール 

2 階第 1 会議室 

○雪対策に関する費用について  

○第１回検討委員会における意見を踏まえた検

討項目  

○部会の設置  

○検討項目ごとの方向性の整理 

第 3 回 
2017.5.30（火） 

9：30～12：00 

わくわくホリデーホール 

2 階第 1 会議室 

○方向性の統合・追加  

○今後の取組の具体策（案）の検討 

第 4 回 
2017.8.23（水） 

9：30～12：00 

かでる 2・7 

7 階 710 会議室 

○提言書（案）の構成 

○提言書の検討・作成 

第 5 回 
2017.9.29（金） 

15：00～17：00 

かでる 2・7 

7 階 710 会議室 

○提言書（案）の検討・作成 

 

 

(2) 各部会の開催経緯 

 

除排雪体制の確保部会 

回 日時 会場 主な議題 

第 1 回 2017.3.21（火） 

10：00～11：30 

市役所本庁舎 

地下 1 階 2 号会議室 

○検討項目ごとの方向性の整理 

 

 

市民力を結集した取組の推進部会 

回 日時 会場 主な議題 

第 1 回 2017.3.28（火） 

14：00～15：30 

市役所本庁舎 

地下 1 階 3 号会議室 

○検討項目ごとの方向性の整理 
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3-3 提言書 

検討委員会では、雪対策に関する課題の整理や今後の方向性などについて議論を行い、その内容

をまとめた提言書が、2017年10月24日に秋元市長へ手渡されました。 

提言書は、市役所や区役所などに配架するとともに、ホームページで公開しました。 

※ホームページ http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/index.html 

 

 

札幌市次期冬のみちづくりプランの策定に向けた提言 

「今後の雪対策のあり方について（提言書）」 
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4. パブリックコメントの実施 
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資料編

(1) 通学路の定義 

「交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令」における通学路の定義は、以下のとお

りです。 

① 児童又は幼児が小学校等に通うため、1 日につき概ね 40 人以上通行する道路の区間 

 ② 児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路で、小学校等の敷地の出入口から 1km 以

内の区域にあって、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要がある区間 

 ③ なお、「小学校等」とは、小学校(特別支援学校の小学部を含む。）若しくは幼稚園又は保育園

を指す 

 

 

(2) 通学路排雪の選定基準 

通学路のうち、排雪路線としての選定基準は、以下のとおりです。 

① 歩道幅員 2ｍ以上であっても、堆積スペースなどの問題から、シーズンを通して歩道除雪が困

難な区間 

 ② 歩道幅員 2ｍ未満の歩道除雪が不可能な路線 

 ③ 歩道が設置されていない路線 

 ④ 小学校等半径 500m 以内の路線 

  

5. 通学路の定義や基準 
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幹線道路や一部の通学路は、札幌市で排雪を行いますが、生活道路については、限られた予算

の中で排雪を行うことが困難な状況です。このため、地域と札幌市が協働で排雪を行う制度やト

ラックを貸し出す制度を設けています。 

 

(1) 制度の概要 

パートナーシップ排雪制度 
地域と札幌市の双方が費用を負担し、除雪事業者を含めた三者が

協力しながら、生活道路の排雪を行う制度 

市民助成トラック制度 
地域住民が主体となって、生活道路の排雪を行う場合に、札幌市か

らトラックを貸し出す制度 

 

(2) 制度のルール 

・排雪支援制度の利用は、シーズンを通じて 1 回とする。 

・パートナーシップ排雪制度と市民助成トラック制度との重複利用はできない。 

・排雪支援制度は道路の雪の排雪を行うもので、パートナーシップ排雪制度と市民助成トラック制度と

もに、排雪対象部分が設定されている（図表参照）。 

・個人や企業が処理すべき宅地内・屋根・駐車場などから出される雪は排雪対象とならない。 

 

(3) 制度における排雪幅 

道路幅員 排 雪 幅  

8.0ｍ以上 6.0m 程度 

4.0m 以上 8.0m 未満 
機械作業で実施可能な排雪幅 

（ 大 6.0m 程度） 

  

6. 生活道路の排雪支援制度 
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道路種別ごとの路面管理基準と路面水準は、以下のとおりです。 

【冬期路面管理基準と路面水準】 

 
路面 

水準 
路面分類 

道路種別 

路面管理 

基準 

 

5 

 
乾燥 湿潤 

 

 

   

4 

 
こな雪 つぶ雪 

 
シャーベット 

3 

 
圧雪 つぶ雪下層氷板 

 

2 

 
氷板 こな雪下層氷板 

 
氷膜 

1 

 
非常に滑りやすい氷膜 非常に滑りやすい氷板 

 
非常に滑りやすい圧雪 

 ※分類は、「冬期路面管理マニュアル」（北海道開発局）を参考としました。 

 ※各路面分類の説明は、次ページ参照。  

7. 道路種別ごとの路面管理基準と路面水準 
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【路面分類】 

こな雪 雪がさらさらした状態で，新雪または新雪に近い状態。 

つぶ雪 雪がザクザク・ぼそぼそした状態。 

シャーベット 雪が融けてベタベタした状態。 

圧雪 車両等で押しつめられた雪。表面に光沢がなく，白っぽい状態。 

氷板 圧雪に水が浸透して凍結した状態。表面に光沢はない。 

氷膜 路面上の水分が膜状に凍結した状態。表面に光沢がなく，黒っぽい色のもの。 

つぶ雪 

下層氷板 

「氷板」，「氷膜」の上を，降雪や地吹雪によって「つぶ雪」が覆った状態。２層構造

で，下層に凍結が残っている感じのもの。 

こな雪 

下層氷板 

「氷板」，「氷膜」の上を，降雪や地吹雪によって「こな雪」が覆った状態。２層構造

で，路面の雪は解けていない。 

非常に滑りやすい 

氷膜・氷板 

表面が黒っぽい色で光沢のあるものをいう。低速時でもブレーキをかけるとスリップす

るなど，非常に滑りやすい。 

非常に滑りやすい 

圧雪 

表面が白っぽい色で，光沢のあるものをいう。低速時でもブレーキをかけるとスリップ

するなど，非常に滑りやすい。 

 

【路面管理手法のコストと効果の関連（イメージ）】 

 

凍結 
抑制舗装 

車道除雪 

凍結 
防止剤 

ロード
ヒーティング 

コスト 低 高 

路 
面 
管 
理 
効 
果 

低 

高 
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市域の広い札幌市では、地域によって雪の降り方も違うため、より地域の状況に合った作業を

行うため、１つの区をさらに細かく分けたマルチゾーンごとに除雪センターを設け、除雪作業を

行っています。 

 

 

【マルチゾーン区域図】 

8. マルチゾーン除雪 
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 本編に示す冬のルール・マナーに関する事項のうち、「守ること」の根拠法令・条例は、以下のとお

りです。 
 

① 敷地内から道路へ雪出しを禁止する根拠法 

〇道路法 (昭和二十七年六月十日 法律第百八十号) 

(道路に関する禁止行為) 

第四十三条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のあ

る行為をすること。 

（罰則：第百二条第三項 一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金）

 

○道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日 法律第百五号) 

(禁止行為) 

第七十六条  

３ 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。 

（罰則：第百十九条第一項第十二号の四 三月以下の懲役又は五万円以下の罰金）

４ 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 

七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危

険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 

(罰則：第百二十条第一項第九号 五万円以下の罰金) 

 

○道路交通法施行細則 (昭和四十七年十一月二十日 北海道公安委員会規則第 11 号） 

第 19 条 法第 76 条第 4 項第 7 号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとす

る。 

２ みだりに交通の妨害となるように道路にどろ土、雪、ごみ、ガラス片その他これらに類する物をまき、又

は捨てること。 

 

② 路上駐車を禁止する根拠法等 

○自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年六月一日 法律第百四十五号) 

第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 

(罰則：第十七条第一項第二号 三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金) 

２ 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 

一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為 

二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時

間以上駐車することとなるような行為 

(罰則：第十七条第二項第二号 二十万円以下の罰金) 

 

○札幌市における良好な交通環境を確保するための違法駐車等の防止等に関する条例（平成6年3月

30 日 第 22 号） 

(冬期における路上駐車) 

第１２条 市民及び事業者は、冬期において自動車等を道路上に駐車させるときは、違法

駐車等に該当しない場合であっても、当該駐車が除雪作業の支障とならないよう

努めなければならない。 

  

9. 冬の暮らしに関係する根拠法令・条例 
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資料編

③ 作業の支障となるもの（車歩道の段差解消ブロックなど）を道路に置くことを禁止する根拠法 

・道路法第43条（①参照） 

・道路交通法第76条（①参照） 

 

④ 河川に投雪を禁止する根拠法 

○河川法施行令 (昭和四十年二月十一日 政令第十四号) 

(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止) 

第十六条の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 

二 河川区域内の土地(高規格堤防特別区域内の土地を除く。次号及び第十六条の八第一項各

号において同じ。)に土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若

しくは廃物を捨てること。ただし、河川区域内において農業、林業又は漁業を営むために通常行

われる行為は、この限りでない。 

(罰則：第五十九条第二項 三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金) 

 

⑤ マンホールや雨水桝に投雪を禁止する根拠法 

○下水道法 (昭和三十三年四月二十四日 法律第七十九号) 

(公共下水道管理者以外の者の行う工事等) 

第十六条 公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に

関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維

持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。 

（解釈：マンホールの蓋を開けることは「施設の維持」とみなされ、公共下水道管理者の承認を

得なければならない。） 

(罰則①施設を損壊し、機能に障害を与え、下水の排除を妨害：第四十四条第一項 五年以下の懲役

又は 百万円以下の罰金) 

(罰則②みだりに施設を操作し、下水の排除を妨害：第四十四条第二項 二年以下の懲役又は五十万

円以下の罰金) 

 

⑥ バスレーン（専用・優先）において通行帯違反、駐停車違反を禁止する根拠法 

○道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日 法律第百五号) 

(路線バス等優先通行帯) 

第二十条の二 道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五

条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車

(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示さ

れている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この

条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混

雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行して

はならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近し

てきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に

出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部

分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、こ

の限りでない。 
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⑦ 氷雪の落下による危害を防止するための屋根への雪止め設置を求める条例 

○札幌市建築基準法施行条例（昭和 35 年 3 月 31 日 第 23 号） 

(氷雪の落下による危害の防止) 

第12条 道路境界線又は隣地境界線に近接する建築物は、氷雪の落下により他に危害を与えるおそれ

のあるときは、雪止めの設置その他の当該危害を防止するため有効な措置を講じなければなら

ない。 

 

⑧ スパイクタイヤの装着を禁止する根拠法 

○ スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律（平成 2 年 6 月 27 日 第 55 号） 

(スパイクタイヤの使用の禁止) 

第 7 条 何人も、指定地域内の路面にセメント・コンクリート舗装又はアスファルト・コンクリート舗装が施さ

れている道路の積雪又は凍結の状態にない部分（トンネル内の道路その他の政令で定める道路の部

分を除く）において、スパイクタイヤの使用をしてはならない。ただし、消防用自動車、救急用自動車

その他の政令で定める自動車に係るスパイクタイヤの使用については、この限りではない。 

(罰則：第 8 条 10 万円以下の罰金) 

 

 



 


